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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

　
　
　

二　
「
南
越
雑
話
」
中
巻
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―
（
承
前
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
四
話

一
堀
江
源
左
衛
門
ハ
馬
廻
リ
ノ
士
也
、
或
時
吉
品
公
、
鷹
狩
ニ
出
玉
ウ
、
途
中

ニ
テ
源
左
衛
門
ニ
ノ
玉
フ
、
若
今
汝
ニ
足
軽
ヲ
預
ケ
シ
メ
バ
、
事
ア
ラ
ン
時

如
何
ツ
カ
ハ
ン
ヤ
、
源
左
衛
門
答
テ
云
、
仮
令
ハ
二
十
人
ノ
足
軽
ヲ
預
ケ
下

サ
レ
バ
、
事
ニ
臨
マ
バ
、
先
ツ
用
ニ
足
サ
ル
者
、
四
五
人
モ
討
テ
捨
ベ
シ
ト
、

吉
品
公
黙モ

ク
セ
ン然
タ
リ
、
数
日
ナ
ラ
ズ
シ
テ
、
源
左
衛
門
ヲ
足
軽
大
将
ニ
命
ゼ
ラ

ル
［
注
釈
］

　

○
堀
江
源
左
衛
門
…
「
諸
士
先
祖
之
記
」
と
『
藩
士
履
歴
』「
姓
名
録
」
で
異
な
る
部

分
が
あ
る
が
、
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
に
家
督
を
相
続
し
た
久
忠
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
〇
石
、
外
役
料
一
〇
〇
石
。
こ
の
役
料
は
源
左
衛
門
が
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）

に
水
主
頭
、
同
九
年
に
「
麻
生
様
附
」
と
な
っ
た
際
に
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
石
ず
つ
加
増
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
（『
藩
士
履
歴
』）。
水
主
頭
は
、
藩
主
の
乗
る
御
座
船
を
預
か
り
、
水

夫
で
あ
る
足
軽
二
〇
人
を
指
揮
し
て
三
国
港
に
下
っ
た
り
川
漁
の
際
に
操
船
し
た
り
し

た
と
さ
れ
る
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
ま
た
「
麻
生
様
」
は
、
光
通
の
子
布
与
（
麻
布
姫
）

で
鍋
島
綱
茂
正
室
（『
福
井
市
史 

資
料
編
４
』「
一 

越
前
松
平
家
系
図
」、「
国
事
叢
記
」）。

源
左
衛
門
の
祖
父
堀
弥
兵
衛
は
、
堀
秀
政
の
一
族
で
あ
っ
た
が
慶
長
年
間
に
家
が
断
絶

し
、
そ
の
後
前
田
利
長
に
仕
え
て
大
坂
冬
の
陣
で
真
田
丸
の
下
に
お
い
て
討
ち
死
に
し

た
。
堀
江
姓
は
、
母
が
朝
倉
氏
の
家
臣
堀
江
利
茂
の
娘
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
継
い

だ
も
の
と
い
う
。
父
久
正
は
、
光
通
の
代
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）「
従
越
後
、
清
池

院（
光
通
正
室
国
姫
）様
御
附
人
御
取
次
役
勤
」と
し
て
罷
り
越
し
た
と
さ
れ
て
い
る（「
諸

士
先
祖
之
記
」）。
堀
江
家
は
「
光
通
給
帳
」
で
は
一
五
〇
石
で
あ
っ
た
が
、「
吉
品
給
帳
」

で
二
〇
〇
石
と
な
り
、
そ
の
後
斉
承
以
降
幕
末
ま
で
一
五
〇
石
。
○
馬
廻
り
…
一
般
に

は
大
将
の
乗
っ
た
馬
の
周
囲
に
あ
っ
て
警
護
を
役
目
と
す
る
騎
馬
隊
を
指
す
。

「
南
越
雑
話
」（
六
）　
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会
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［
現
代
語
訳
］

　
　

堀
江
源
左
衛
門
は
、
大
将
の
乗
っ
た
馬
を
警
護
す
る
馬
廻
り
の
侍
で
あ
る
。

　
　

あ
る
時
吉
品
公
が
鷹
狩
り
に
出
ら
れ
、そ
の
途
中
で
源
左
衛
門
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
も

し
お
前
に
足
軽
を
預
け
た
な
ら
ば
、
有
事
の
際
に
ど
の
よ
う
に
遣
う
か
」。
源
左
衛
門
は

答
え
て
い
っ
た
。「
た
と
え
ば
、
二
〇
人
の
足
軽
を
お
預
け
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
事
変
に

臨
ん
で
ま
ず
用
に
足
り
な
い
者
を
四
五
人
ば
か
り
討
っ
て
捨
て
る
で
し
ょ
う
」
と
。
こ

の
時
、
吉
品
公
は
黙
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
数
日
を
経
ず
し
て
源
左
衛
門
を
足
軽
大
将
に

命
ぜ
ら
れ
た
。

 

（
柳
沢
芙
美
子
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
五
話

一
吉
品
公
、
或
時
鷭バ

ン

鷹
野
ニ
出
玉
フ
、
持
足
軽
数
十
人
ヲ
シ
テ
、
江
河
ニ
入
レ

テ
、
鷭
ヲ
ヲ
ハ
シ
メ
ラ
ル
、
一
人
ノ
足
軽
、
絹
ノ
下
帯
ヲ
シ
タ
ル
ヲ
見
ト
メ

玉
ウ
、
時
ニ
彼
者
人
ニ
持モ

タ

ス
ル
所
ノ
脇
指
ヲ
取
ヨ
セ
ラ
ル
、
左
右
皆
、
奇
異

ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
ス
、
サ
テ
彼
ノ
脇
指
ヲ
抜
テ
見
玉
フ
ニ
、
利リ

刃ヂ
ン

霜
ノ
如
シ
、
其

時
近
習
ノ
士
ニ
ノ
玉
フ
、
彼
ノ
奴ヤ

ツ

、
分
ニ
過
タ
ル
奢
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
仕
官

ノ
魄
ト
ス
ル
モ
ノ
如
此
ナ
レ
ハ
、
敢
テ
其
奢
ヲ
正
ス
ニ
及
ハ
ス
ト

［
注
釈
］

　

○
鷭
…
ク
イ
ナ
科
の
鳥
。
全
長
約
三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
全
身
灰
黒
色
で
体
の
下
面

は
や
や
淡
い
。
下
尾
筒
の
白
色
と
額
の
紅
色
が
目
立
つ
。
あ
し
は
暗
緑
黄
色
。
湖
沼
・

水
田
な
ど
の
茂
み
に
す
み
、
小
動
物
や
草
の
種
子
な
ど
を
食
ベ
る
。
鳴
き
声
は
笑
い
声

に
似
て
い
る
の
で
「
バ
ン
の
笑
い
」
な
ど
と
い
う
。
南
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
広
く
分
布
し
、
ア
ジ
ア
で
は
西
部
・
南
部
か
ら
東
部
の
沿
海
州
、
サ
ハ
リ
ン

ま
で
繁
殖
す
る
。
北
海
道
・
本
州
で
は
夏
鳥
で
、
九
州
で
は
留
鳥
が
多
い
。
類
似
種
の

オ
オ
バ
ン
は
額
・
嘴
が
青
白
色
で
、
あ
し
に
水
か
き
を
も
つ
の
で
区
別
で
き
る
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）。
○
持
足
軽
…
福
井
藩
の
卒
分
の
職
制
か
。
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）「
半

知
ニ
付
家
中
減
員
覚
帳
」（『
福
井
市
史 

資
料
編
４
』
五
五
）
に
は
、
足
軽
と
し
て
「
御

持
足
軽
」「
御
先
足
軽
」「
御
留
守
足
軽
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
○
江
河
…
①
大
き
な
川
。

②
海
の
入
り
江
や
湾
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
下
帯
…
①
肌
着
の
帯
。
上
帯
に
対
し

て
い
う
。
②
褌
や
腰
巻
き
を
い
う
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
利
刃
…
よ
く
切
れ
る
刀
。

利
剣
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
霜
ノ
如
シ
…
霜
剣
。
霜
の
よ
う
に
冷
た
く
白
く
輝
鋭

利
な
剣
。
氷
の
や
い
ば
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
魄
…
（
武
士
の
た
ま
し
い
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
）
刀
の
異
称
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
は
、
あ
る
と
き
鷭
の
鷹
狩
り
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
。
同
行
し
て
い
た
吉
品

公
の
持
足
軽
を
川
の
中
に
入
れ
、
鷭
を
追
い
込
め
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
吉
品

公
は
、
川
に
入
っ
た
足
軽
の
一
人
が
絹
の
下
帯
を
締
め
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
そ
の
足
軽
が
人
に
預
け
て
い
た
脇
指
を
持
っ
て
こ
さ
せ
た
。
吉
品
公
の

近
く
に
い
た
人
は
皆
珍
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
吉
品
公
が
そ
の
脇
指
を
抜
い

て
ご
覧
に
な
る
と
、
そ
の
脇
指
は
霜
剣
の
よ
う
に
鋭
い
刃
を
も
つ
名
刀
で
あ
っ
た
。
こ

れ
を
見
た
吉
品
公
は
、
近
習
の
侍
に
向
か
っ
て
、「
か
の
足
軽
は
身
分
不
相
応
の
贅
沢
品

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
藩
へ
の
仕
官
の
た
め
の
刀
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
そ
の
贅

沢
を
咎
め
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
仰
っ
た
と
い
う
。

 

（
長
谷
川
裕
子
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
六
話

一
吉
品
公
江
戸
参
勤
ノ
時
、
大
井
川
ヲ
越
玉
フ
時
カ
、
水
俄
ニ
マ
サ
リ
ケ
ル
ニ
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ヨ
リ
、
上
下
大
ニ
周ア
ハ
テ章
騒
ヒ
テ
、
先
ニ
越
ン
事
ヲ
争
フ
、
制
ス
レ
共
キ
カ
ズ
、

吉
品
公
甚
怒
ラ
セ
ラ
レ
、
御
目
付
西
尾
伝
兵
衛
ヲ
召
テ
ノ
玉
フ
、
如
此
騒
動

ス
ル
事
ハ
何
事
ゾ
、
早
ク
取
鎮シ

ヅ

メ
ヨ
ト
テ
叱
リ
玉
フ
、
伝
兵
衛
色
ヲ
正
シ
テ

云
ク
、
先マ

ヅ

君
ヨ
リ
鎮
リ
玉
へ
、
君
御
セ
キ
ナ
サ
ル
ヽ
故
ニ
、
下
々
騒
動
ス
ト

申
上
ル

［
注
釈
］

　

○
江
戸
参
勤
…
福
井
藩
の
参
勤
交
代
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
（
藩
主
ご
と
の
実

施
回
数
や
実
施
時
期
の
傾
向
等
）
や
経
路
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
た
印
牧
信
明
の
研

究
が
あ
る
（「
福
井
藩
の
参
勤
交
代
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」『
奈
良
史
学
』
二
九
号
、

二
〇
一
一
年
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
吉
品
の
時
期
の
参
勤
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
が

初
見
で
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
が
終
見
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
記
録
上
二
四
回
実

施
さ
れ
た
。
二
四
回
中
、
一
六
回
が
東
海
道
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
を
通
っ
た
（
東
海
道

以
外
の
場
合
は
中
山
道
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
）。
ま
た
、
福
井
藩
の
場
合
、
三

月
に
福
井
を
発
駕
し
、
四
月
に
江
戸
へ
着
府
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
吉
品
の
時
期

は
、
四
月
に
江
戸
着
府
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
○
大
井
川
…
遠
江
・
駿
河

両
国
の
境
を
流
れ
る
河
川
。
川
幅
が
広
く
急
流
の
た
め
架
橋
は
困
難
で
、
近
世
を
通
じ

て
歩
行
（
徒
越
）
に
よ
っ
て
渡
河
し
た
。
福
井
藩
の
参
勤
交
代
の
所
要
日
数
は
、
通
常

一
四
日
前
後
要
し
た
が
、
日
数
が
か
か
る
一
因
と
し
て
、
大
井
川
の
川
留
め
（「
川
支
」）

に
よ
り
、
足
止
め
と
な
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
（
前
掲
印
牧
論
文
）。
元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
の
江
戸
出
府
に
際
し
て
は
、
吉
品
一
行
は
大
井
川
を
臨
む
金
谷
宿
（
静
岡

県
島
田
市
）
に
泊
し
た
（「
国
事
叢
記
」）。
○
周
章
…
慌
て
る
。
落
ち
着
き
を
失
う
。
○

西
尾
伝
兵
衛
…
上
巻
第
三
一
話
参
照
。
○
色
を
正
す
…
顔
つ
き
を
真
剣
に
す
る
。
こ
こ

で
は
「
あ
ら
た
め
」
と
読
ん
で
い
る
ヵ
。
○
せ
く
…
急
く
。
焦
る
。
苛
立
つ
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
が
江
戸
へ
参
勤
さ
れ
た
時
、
大
井
川
を
お
越
え
に
な
っ
た
時
で
あ
っ
た
か
、

水
が
に
わ
か
に
増
し
て
き
た
の
で
、
身
分
が
上
の
者
も
下
の
者
も
大
い
に
慌
て
騒
い
で
、

我
先
に
越
そ
う
と
争
っ
た
。
制
止
し
て
も
聞
か
ず
、
吉
品
公
は
甚
だ
お
怒
り
に
な
っ
て
、

御
目
付
の
西
尾
伝
兵
衛
を
召
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
こ
の
よ
う
に
騒
動
す
る
と
は
何
事
ぞ
。

早
く
と
り
鎮
め
な
さ
い
」
と
お
叱
り
に
な
っ
た
。
伝
兵
衛
は
顔
つ
き
を
真
剣
に
改
め
て

言
っ
た
。「
ま
ず
君
子
か
ら
お
鎮
ま
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
君
子
が
お
急
き
に
な
る
が

ゆ
え
に
、
下
々
の
者
は
騒
動
す
る
の
で
す
」
と
申
し
上
げ
た
。

 

（
石
川
美
咲
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
七
話

一
平
岡
仁
兵
衛
江
戸
ヨ
リ
帰
ル
時
、
何
レ
ノ
所
ニ
テ
、
公
儀
ノ
御
茶
壷
ヲ
酒シ

ュ
テ
ン店

ノ
前
ニ
オ
キ
、
役
人
内
ニ
入
テ
酒
ヲ
飲
ム
、
仁
兵
衛
是
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
馬
上

ニ
テ
通
ル
、
其
方
ノ
役
人
、
立
出
テ
仁
兵
衛
ガ
無
礼
ヲ
咎
ム
、
仁
兵
衛
種シ

ュ

々

罪
ヲ
謝
ス
レ
ト
モ
キ
カ
ズ
、
仁
兵
衛
カ
云
、
我
無
礼
辞コ

ト
バヲ
ツ
ク
シ
テ
謝
ス
レ

ト
モ
免
シ
玉
ハ
ズ
、
是
非
ナ
キ
次
第
也
、
然
シ
ナ
ガ
ラ
如
此
大
切
ナ
ル
御
茶

壷
ヲ
外
ニ
打
置
テ
、
内
ニ
イ
リ
酒
宴
シ
玉
フ
故
ニ
我
モ
見
ア
ヤ
マ
ツ
テ
騎ノ

リ
ウ
チ打

セ
リ
、
我ワ

カ

罪
ヲ
正
サ
ル
ヽ
ニ
於
テ
ハ
、
我
モ
又
江
戸
ニ
帰
リ
、
其
方
ノ
麁
末

ノ
取
扱
ヒ
ヲ
、公
儀
ヘ
訴
ヘ
ン
、彼
ノ
輩
大
ニ
周ア

ハ
テ章
テ
、返
テ
仁
兵
衛
ニ
詫ワ
ブ

ル
、

仁
兵
衛
却カ

ヘ
ツテ

免
サ
ズ
、
強シ

イ

テ
詫
ヲ
以
テ
和
平
ス
、
後
年
吉
品
公
、
仁
兵
衛
ヲ

シ
テ
諸
人
ニ
令レ

イ

セ
ラ
ル
ヽ
事
ア
リ
、
仁
兵
衛
諾タ

ク

セ
ズ
シ
テ
諫カ

ン
ソ
ウ争

ス
、
是
諸
人

ノ
難
儀
ニ
及
ブ
事
故
、
諸
人
ノ
為
ニ
仁
兵
衛
一
人
、
其
難ナ

ン

ニ
代
ラ
ン
事
ヲ
願

フ
、
忠
ア
リ
、
仁
ア
リ
、
勇
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
、
一
度
令
セ
ラ
レ
タ
ル
事
ナ
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レ
ハ
免
ル
シ
玉
ハ
ス
、
竟ツ

イ

ニ
閉
門
サ
セ
ラ
ル
、
其
後
近
習
ノ
士
ヲ
シ
テ
密
ニ

宥ナ
ダ

メ
玉
ヘ
ト
モ
用
ズ
、
士
タ
ル
者
ノ
一
言
金
石
、
頭
ヲ
刎ハ
ナ

ラ
ル
ヽ
ト
モ
諾タ
ク

セ

ジ
、
只
死
ヲ
以
テ
君
恩
ニ
報
ゼ
ン
ト
云
、
吉
品
公
尚
仁
兵
衛
ヲ
惜
ミ
玉
ヒ
、

英
気
ノ
撓タ

ユ

ム
ヲ
待
玉
フ
故
ニ
、
十
六
年
ガ
間
閉ト
チ
コ
モ籠
ル
、
墻
シ
ヤ
ウ
壁ヘ
キ

崩
レ
落
テ
、
家

内
見
ヘ
ス
キ
ヌ
、
仁
兵
衛
顔
色
ヲ
ト
ロ
ヱ
、
毛モ

ウ
ハ
ツ髪
肩
ヲ
ス
グ
ル
ト
云
、
十
六

年
目
ニ
暇
ヲ
玉
ヒ
、
知
行
所
ニ
蟄
居
シ
、
年
ヘ
テ
死
ス

［
校
訂
］

　

①
訟
ヘ
ン
→
⑤
訴
ヘ
ン　

①
見
ヘ
ス
キ
ヌ
→
⑤
見
エ
ス
キ
タ　

①
晦
→
⑤
暇　

［
注
釈
］

　

○
平
岡
仁
兵
衛
…
諱
、
生
没
年
不
明
。「
光
通
給
帳
」「
綱
昌
給
帳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇

石
と
あ
る
。
○
御
茶
壷
…
徳
川
将
軍
家
に
宇
治
茶
を
献
上
す
る
た
め
の
行
列
を
御
茶
壷

道
中
と
い
い
、
通
る
街
道
は
入
念
な
道
普
請
が
行
わ
れ
た
り
、
行
列
に
対
し
て
は
下
馬

の
礼
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。
○
騎
打
…
乗
打
の
こ
と
で
、
下
乗
の
礼
を
欠
く
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

平
岡
仁
兵
衛
が
江
戸
よ
り
帰
る
時
、
何
れ
の
所
で
、
公
儀
の
御
茶
壷
を
酒
店
の
前
に

置
い
て
役
人
が
中
に
入
っ
て
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
仁
兵
衛
は
こ
れ
を
知
ら
ず
に
馬
に
乗
っ

た
ま
ま
通
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
役
人
が
出
て
き
て
仁
兵
衛
の
無
礼
を
咎
め
た
。
仁
兵

衛
は
い
ろ
い
ろ
罪
を
謝
っ
た
が
役
人
達
は
聞
か
な
か
っ
た
。
仁
兵
衛
が
云
っ
た
こ
と
は
、

「
わ
た
し
の
無
礼
に
つ
い
て
言
葉
を
尽
く
し
た
け
れ
ど
も
許
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
の

は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
大
切
な
御
茶
壷
を
外
に
お
き
、

中
に
入
り
酒
宴
を
な
さ
れ
た
の
で
、
わ
た
し
も
見
あ
や
ま
っ
て
下
乗
の
礼
を
欠
い
て
し

ま
っ
た
。
私
の
罪
を
た
だ
す
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
も
江
戸
に
帰
っ
て
、
あ
な
た
方
の

お
ろ
そ
か
な
取
扱
い
を
公
儀
へ
訴
え
る
」で
あ
っ
た
。
か
の
役
人
達
は
大
い
に
あ
わ
て
て
、

逆
に
仁
兵
衛
に
詫
び
た
が
、
仁
兵
衛
は
予
想
に
反
し
て
許
さ
な
か
っ
た
。
重
ね
て
詫
び

た
こ
と
で
和
解
し
た
。

　
　

後
年
、
吉
品
公
が
仁
兵
衛
か
ら
、
諸
人
に
命
令
を
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
仁
兵
衛

は
承
諾
せ
ず
、
主
君
に
対
し
て
諫
め
た
。
こ
れ
は
諸
人
に
難
儀
が
及
ぶ
事
な
の
で
、
諸

人
の
た
め
に
仁
兵
衛
が
一
人
そ
の
難
に
代
わ
る
こ
と
を
願
っ
た
た
め
で
あ
る
。
忠
が
あ
っ

て
、
仁
が
あ
っ
て
、
勇
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
一
度
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と

な
の
で
、
つ
い
に
閉
門
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
近
習
の
士
を
つ
か
わ
し
秘
か
に
宥
め

な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
受
け
入
れ
ず
、「
士
た
る
者
の
一
言
は
金
石
に
同
じ
、
頭
を
刎
ね
ら

れ
た
と
し
て
も
承
諾
で
き
な
い
。
た
だ
死
に
よ
っ
て
主
君
の
恩
に
報
い
る
の
だ
」
と
云
っ

た
。
吉
品
公
は
な
お
仁
兵
衛
を
惜
し
ん
で
気
性
が
丸
く
な
る
の
を
待
た
れ
た
が
た
め
に
、

一
六
年
も
の
間
、
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
な
っ
た
。
墻
壁
が
崩
れ
て
家
の
中
が
す
い
て
見

え
た
と
こ
ろ
、
仁
兵
衛
の
顔
色
は
衰
え
、
毛
髪
は
肩
を
す
ぎ
て
い
た
云
わ
れ
る
。
一
六

年
目
に
暇
を
あ
た
え
ら
れ
、
知
行
所
に
蟄
居
し
、
年
を
経
て
死
ん
だ
。

 

（
九
千
房
英
之
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
八
話

一
河
田
角
兵
衛
先
武
頭
ヲ
勤
ム
、
病
気
ニ
ヨ
ツ
テ
嫡
子
主チ

カ
ラ税

代
番
ヲ
ツ
ト
ム
、

或
時
大
手
下
馬
門
勤
番
ノ
時
、
御
小
人
荒
木
五
郎
右
衛
門
ト
云
モ
ノ
雨
天
ニ

ヨ
リ
笠
ヲ
カ
ム
リ
通
ル
、
下
番
ノ
御
足
軽
ト
モ
是
ヲ
咎
ム
、
五
郎
右
衛
門
ガ

云
、
雨
フ
リ
ノ
笠
ハ
前
々
ヨ
リ
免
サ
ル
ヽ
所
ナ
リ
ト
答
フ
、
番
人
押
返
シ
テ
、

雨
フ
リ
ナ
レ
バ
ト
テ
番
所
ヲ
笠
ヲ
キ
ル
法
ヤ
ア
ル
、
ヌ
ガ
ズ
バ
通
ス
マ
ジ
ト

テ
棒ボ

ウ

ヲ
以
テ
押
止
ム
、
五
郎
右
衛
門
ガ
云
、
軽
キ
者
ナ
レ
バ
ト
テ
帯タ

イ
ト
ウ刀

ヲ
ス

ル
者
ヲ
棒
ニ
テ
留
ル
法
ア
ル
ヤ
ト
テ
刀
ヲ
抜
テ
足
軽
二
人
ヲ
斬キ

ル
、
河
田
モ

鎗
ヲ
以
テ
立
向
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
手
ニ
余
ル
ヤ
ウ
ス
也
、
然
レ
ト
モ
大
勢
下
リ
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「
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「
南
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合
テ
、
終
ニ
五
郎
右
衛
門
ヲ
切
留
ル
、
後ゴ

シ
テ
河
田
父
子
三
人
改カ
イ
ヱ
キ易
セ
ラ
レ
、

五
郎
右
衛
門
ニ
ハ
幼
息
ア
リ
シ
ガ
扶
持
ヲ
玉
ハ
リ
、
後
年
御
小
人
ニ
召
出
サ

ル
［
校
訂
］

　

①
河
田
モ
終
ニ
五
郎
右
衛
門
ヲ
切
留
ル
→
⑤
河
田
モ
鎗
ヲ
以
テ
立
向
フ
ト
云
ヘ
ト
モ
手

ニ
余
ル
ヤ
ウ
ス
也
、
然
レ
ト
モ
大
勢
下
リ
合
テ
、
終
ニ
五
郎
右
衛
門
ヲ
切
留
ル

［
注
釈
］

　

○
河
田
角
兵
衛
…
「
光
通
給
帳
」
に
て
名
前
が
確
認
で
き
る
。
二
五
〇
石
。
ま
た
、「
綱

昌
給
帳
」
に
「
河
田
覚
兵
衛
」
と
し
て
同
一
と
考
え
ら
れ
る
名
前
が
確
認
で
き
る
。
○

武
頭
…
武
家
時
代
、
同
心
・
足
軽
な
ど
の
組
や
弓
組
・
鉄
炮
組
な
ど
の
か
し
ら
。
も
の

が
し
ら
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
先
武
頭
…
先
物
頭
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
福
井
藩

の
先
物
頭
は
、平
時
は
下
馬
門
・
切
手
門
の
警
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。

○
河
田
主
税
…「
綱
昌
給
帳
」に
は
、「
河
田
主
税
」と
い
う
名
前
が
見
ら
れ
る
。
四
〇
〇
石
。

○
代
番
…
本
人
に
代
わ
っ
て
勤
番
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

○
勤
番
…
交
代
し
て
勤
務
に
つ
く
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
番
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○

小
人
…
江
戸
時
代
、
幕
府
・
諸
藩
の
職
名
。
小
人
頭
に
属
し
て
雑
役
に
従
事
し
た
も
の
。

小
者
と
も
い
う
。
幕
府
の
小
人
は
、
一
五
俵
、
一
人
扶
持
、
そ
の
数
四
五
〇
～
五
〇
〇

人
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
を
三
組
に
分
け
、
各
組
に
頭
一
人
、
組
頭
二
人
を
置
い
た
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）。
な
お
、『
福
井
市
史 

通
史
編
２
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
役
方
の
職
制
」

（
一
一
一
頁
）
で
は
、
福
井
藩
の
大
奥
広
敷
用
部
屋
と
右
筆
部
屋
に
て
目
見
以
下
の
者
が

務
め
る
役
職
と
し
て「
小
人
」が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。○
下
番
…
江
戸
幕
府
の
職
名
。天
守
、

富
士
見
宝
蔵
な
ど
に
置
か
れ
、
建
物
の
守
衛
に
あ
た
っ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
文

中
の
「
下
番
」
も
同
様
に
、
福
井
藩
に
お
い
て
建
物
の
守
衛
に
あ
た
る
人
々
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

河
田
角
兵
衛
は
先
物
頭
を
勤
め
て
い
た
。
病
気
の
嫡
子
主
税
に
代
わ
っ
て
勤
務
に
あ

た
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
大
手
下
馬
門
の
番
に
あ
た
っ
て
い
た
時
、
御
小
人
の
荒
木
五

郎
右
衛
門
と
い
う
者
が
雨
天
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
笠
を
か
ぶ
っ
て
通
り
か
か
っ
た
。
守

衛
の
御
足
軽
た
ち
は
こ
れ
を
咎
め
た
。
五
郎
右
衛
門
は
「
雨
が
降
っ
て
い
る
と
き
に
笠

を
か
ぶ
る
の
は
以
前
よ
り
許
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
番
人
は
「
雨

が
降
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
番
所
を
笠
を
着
て
通
る
な
ど
と
い
う
法
が
あ
る
も
の
か
、

笠
を
脱
が
な
い
な
ら
通
さ
な
い
」
と
言
っ
て
、（
番
所
を
通
ろ
う
と
す
る
五
郎
右
衛
門
を
）

押
し
返
し
、
棒
を
使
っ
て
押
し
止
め
た
。
五
郎
右
衛
門
は
、「
身
分
が
低
い
者
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
刀
を
帯
び
て
い
る
者
に
対
し
て
棒
で
止
め
る
法
が
あ
る
も
の
か
」
と
言
っ

て
、
刀
を
抜
い
て
足
軽
二
人
を
斬
っ
た
。
河
田
も
、
槍
で
立
ち
向
か
っ
た
が
手
に
余
る

様
子
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
大
勢
は
決
し
、
遂
に
五
郎
右
衛
門
を
斬
っ
て
番
所
の
通
行
を

止
め
た
。
そ
の
後
、
河
田
父
子
と
五
郎
右
衛
門
の
三
人
は
改
易
さ
れ
、
五
郎
右
衛
門
に

は
幼
い
子
ど
も
が
あ
っ
た
が
扶
持
を
与
え
ら
れ
、
後
年
に
な
っ
て
御
小
人
に
登
用
さ
れ

た
。

 

（
橋
本
紘
希
）

　
　
　

中
巻
―
第
一
九
話

一
吉
品
公
、或
時
、御
近
習
ノ
士
何
某
性
名

失
念
ヲ
召
テ
曰
、明
日
御
用
之
事
有
之
間
、

早ソ
ウ
シ
ン晨
ヨ
リ
下
馬
門
ニ
出
テ
待
ベ
シ
、
暫
ク
モ
立
去
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ナ
リ
、
何
某

翌
日
夙ツ

ト

ニ
起
テ
、
下
馬
門
ニ
至
リ
不
審
ナ
ガ
ラ
彳

タ
タ
ズ
ミ居

ル
、
又
其
朝
、
平
岡
仁

兵
衛
ヲ
召
テ
曰
、
御
馬
ヲ
カ
シ
玉
ハ
ル
間
、
御
城
下
ヲ
乗
廻
シ
来
ル
ベ
シ
、

何
様
ノ
所
ヲ
通
ル
ト
モ
、
下
馬
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
仰
付
ラ
ル
、
仁
兵
衛
畏
テ
、

則
御
座
所
ヨ
リ
馬
ニ
ノ
リ
、
下
馬
御
門
ニ
至
ル
、
時
ニ
番
ノ
足
軽
下
馬
ス
ベ
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キ
旨
ヲ
断
ル
、
仁
兵
衛
カ
云
、
御
意
ヲ
カ
ウ
ム
リ
テ
罷
通
ル
間
、
下
馬
ニ
及

バ
ズ
ト
答
テ
通
ラ
ン
ト
ス
、御
足
軽
ト
モ

棒
ツ
ク
ボ
ウ

挟サ
ス
マ
タ股
等
ヲ
提
ヒ
ツ
サ
ゲ出
テ
遮
リ
止
ム
、

仁
兵
衛
理リ

フ不
侭ジ
ン

ニ
通
ラ
ン
ト
ス
、当
番
ノ
者
頭
熊
谷
小
兵
衛
鎗
ヲ
取
テ
立
出
、

譬（
た
と
）ヒ
御
意
ニ
モ
セ
ヨ
、
此
方
ヱ
先
達
テ
仰
出
サ
レ
、
是
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
通
シ

ガ
タ
シ
、
押
テ
通
ラ
ン
ト
ナ
ラ
バ
、
手
柄
ニ
通
リ
玉
ヘ
、
小
兵
衛
ガ
罷
ア
ル

内
ハ
、
ヱ
コ
ソ
通
ス
マ
ジ
キ
ト
云
テ
、
思
切
タ
ル
ア
リ
サ
マ
也
、
仁
兵
衛
馬

上
ニ
有
リ
ナ
ガ
ラ
、
我
何
方
ニ
テ
モ
下
馬
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ノ
御
意
ヲ
ウ
ケ
タ

レ
バ
、
死
ス
ト
モ
ヲ
リ
ジ
、
イ
デ
サ
ラ
バ
通
リ
テ
見
セ
ン
、
止
メ
玉
ヘ
ト
テ
、

刀
ノ
柄
ニ
手
ヲ
カ
ク
ル
、
傍
ニ
彳

タ
タ
ズ
ミ居
タ
ル
何
某
、
見
ル
ニ
忍
ビ
ズ
、
躍
出
制

シ
テ
云
、
双
方
ト
モ
ニ
己
々
ガ
任ニ

ン

ヲ
重
ン
ゼ
ラ
ル
ヽ
所
、
左
モ
有
ベ
キ
事
也
、

然
シ
ナ
ガ
ラ
、
馬
上
禁
制
ノ
所
ヲ
御
免
ト
ア
ル
ハ
何
ゾ
子
細
有
ヘ
シ
、
暫
待

玉
ヘ
、
我
レ
御
座
所
ヘ
至
リ
、
子
細
ヲ
承
リ
来
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
バ
、
双
方
モ

少
シ
鎮
マ
リ
、
サ
ラ
バ
善ヨ

キ

ニ
計
ヒ
玉
ヘ
、
暫
待
居ヲ

ル

ベ
シ
ト
テ
、
二
人
ハ
拳コ

フ
シヲ

握
ツ
テ
ヒ
カ
ヱ
イ
ル
、
何
某
暫
ノ
内
卒ソ

ツ

示ジ

有
ヘ
カ
ラ
ズ
ト
云
テ
、
御
座
所
ニ

イ
タ
リ
、
右
ノ
子
細
ヲ
審

ツ
マ
ヒ
ラ
カニ

言
上
シ
ケ
レ
バ
、
其
方
儀
最
早
御
用
無
之
間
、

下
宿
ス
ベ
シ
、
又
仁
兵
衛
義
ハ
別
ノ
御
用
ア
ル
ノ
間
、
罷
帰
ル
ベ
シ
ト
、
仰

出
サ
レ
シ
故
ニ
事
無
難
ニ
治
マ
リ
ヌ
、
名
将
ノ
人
ノ
器
量
ヲ
試タ

メ

シ
玉
フ
ニ
ハ

仕
方
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ

［
校
訂
］

　

①
各
将
→
⑤
名
将

［
注
釈
］

　

○
早
晨
…
早
朝
。
○
御
座
所
…
藩
主
の
住
居
。
○

棒
挟
股
…
罪
人
を
捕
え
る
と
き
に

用
い
た
三
つ
道
具
の
う
ち
の
二
つ
。
前
者
は
撞
木
に
似
て
丁
字
形
の
も
の
。
頭
部
を
鉄

で
つ
く
り
、
多
く
の
歯
を
つ
け
、
長
い
木
製
の
柄
を
つ
け
る
。
後
者
は
Ｕ
字
形
の
鉄
製

の
頭
部
に
、
木
製
の
長
い
柄
を
つ
け
た
も
の
で
、
の
ど
首
を
押
え
つ
け
る
の
に
用
い
た

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
熊
谷
小
兵
衛
…
上
巻
第
四
〇
話
参
照
。
○
手
柄
ニ
…
功
名

と
な
る
よ
う
に
見
事
に
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
思
切
タ
ル
ア
リ
サ
マ
…
か
た
く
決

心
し
た
様
子
。
○
卒
示
…
卒
爾
。
軽
率
な
こ
と
。
か
る
は
ず
み
。
○
下
宿
…
城
中
か
ら

下
が
っ
て
自
分
の
屋
敷
に
い
る
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

あ
る
時
、
近
習
の
士
で
あ
る
何
某
（
こ
の
人
の
名
を
忘
れ
た
）
を
呼
び
寄
せ
て
吉
品

公
は
言
っ
た
。「
明
日
、
用
事
が
あ
る
の
で
、
早
朝
か
ら
下
馬
門
で
待
っ
て
、
少
し
の
間

も
立
ち
去
ら
な
い
よ
う
に
」。

　
　

何
某
は
翌
日
早
く
起
き
て
、
下
馬
門
で
不
審
に
思
っ
て
待
っ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ

朝
に
吉
品
公
は
平
岡
仁
兵
衛
を
呼
び
寄
せ
て
「
馬
を
貸
す
の
で
、
城
下
を
乗
り
回
し
て

く
る
よ
う
に
。
ど
こ
を
通
っ
て
も
、
下
馬
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。

仁
兵
衛
は
か
し
こ
ま
っ
て
、
す
ぐ
に
御
座
所
か
ら
馬
に
乗
っ
て
、
下
馬
門
に
至
っ
た
。

そ
の
と
き
に
、
番
で
あ
っ
た
足
軽
は
下
馬
す
る
よ
う
説
い
た
。
仁
兵
衛
は
「
主
君
の
命

令
を
頂
い
て
通
る
と
き
は
、
下
馬
す
る
必
要
は
な
い
」
と
答
え
て
通
ろ
う
と
し
た
。
足

軽
た
ち
は
、
突
棒
や
鋏
股
な
ど
を
使
っ
て
遮
っ
て
止
め
た
。
仁
兵
衛
は
無
理
や
り
通
ろ

う
と
し
た
が
、
当
番
の
者
頭
で
あ
る
熊
谷
小
兵
衛
が
槍
を
取
っ
て
で
て
き
た
。「
た
と
え
、

主
君
の
命
令
で
も
、
こ
ち
ら
に
前
も
っ
て
言
い
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
通
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
無
理
や
り
通
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
見
事
に
通
っ
て
み
な
さ
い
。
小
兵

衛
が
い
る
間
は
、
ど
う
に
も
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
決
心
し
て
い
る
様
子

で
あ
っ
た
。
仁
兵
衛
は
馬
の
上
に
居
な
が
ら
、「
自
分
は
ど
こ
の
場
所
で
も
下
馬
し
て
は

い
け
な
い
と
、
主
君
の
命
令
を
受
け
て
い
る
。
死
ん
で
も
下
り
ず
に
、
通
っ
て
み
せ
る

の
で
、
止
め
て
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
刀
の
柄
に
手
を
か
け
た
。
傍
に
い
た
何
某
が
、

見
て
い
ら
れ
ず
、
飛
び
出
し
て
制
し
て
言
っ
た
。「
双
方
と
も
に
、
自
分
の
任
を
重
ん
じ

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
さ
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
上
禁
制
の
所
を
通
ろ
う
と
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

す
る
の
は
、
何
か
詳
し
い
事
情
が
あ
る
に
違
い
な
い
」。「
し
ば
ら
く
こ
こ
で
待
っ
て
い

て
く
だ
さ
い
。
私
が
御
座
所
へ
行
っ
て
子
細
を
承
っ
て
き
ま
す
の
で
」と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

二
人
は
拳
を
握
っ
て
そ
の
場
に
控
え
た
。
何
某
は
「
し
ば
し
の
間
、
軽
々
し
い
行
動
は

さ
れ
な
い
よ
う
」
と
言
っ
て
御
座
所
に
行
き
、
右
の
詳
細
を
く
わ
し
く
明
ら
か
に
申
し

上
げ
る
と
、「
お
前
は
最
早
、
用
は
な
い
の
で
家
に
帰
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
仁
兵
衛

に
は
別
の
用
事
が
あ
る
の
で
、
任
地
に
戻
る
よ
う
に
」
と
命
じ
ら
れ
た
の
で
事
は
無
難

に
治
ま
っ
た
。
名
将
が
人
の
器
量
を
試
す
に
は
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る
も
の
た
。

 

（
入
江
隆
亮
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
〇
話

一
吉
品
公
ノ
乳メ

ノ
ト母
ハ
大
久
保
何
某
ノ
母
ナ
リ
、
尤
御
寵
愛
厚
ク
、
老
年
ニ
及
ン

デ
御
出
ノ
序ツ

イ
デ、
大
久
保
ガ
門
内
迄
駕
ヲ
催ウ
ナ
ガサ
レ
、
老
婦
ヲ
召
出
サ
レ
御
懇
ロ

ノ
趣
ニ
テ
、
何
ニ
テ
モ
望
ア
ラ
ハ
申
ベ
シ
、
何
ナ
リ
ト
モ
老
婦
ガ
申
儀
ナ
ラ

バ
叶
ヱ
下
サ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
御
意
ナ
リ
、
老
婦
御
懇
意
ヲ
謝
シ
、
外
ニ
望
ミ
申

義
一
事
モ
是
ナ
シ
、
只
諸
人
ニ
御
慈
悲
ヲ
願
奉
ル
ト
申
上
シ

［
校
訂
］

　

①
外
ニ
望
義
→
⑤
外
ニ
望
ミ
申
義

［
注
釈
］

　

○
大
久
保
何
某
ノ
母
…
阿
こ
（
大
久
保
治
大
夫
守
継
の
実
母
で
大
久
保
可
内
武
明
の
養

母
）。
夫
（
浪
人
大
久
保
定
之
進
）
と
死
別
し
、
松
原
左
伝
次
と
い
う
人
物
と
再
縁
し
て

女
児
を
出
産
。
田
辺
家
賢
と
い
う
人
物
方
に
起
居
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
吉
品
が
召
し
出

し
。
実
子
治
大
夫
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
吉
江
で
吉
品
が
召
し
出
し
。
養
子
可

内
は
治
大
夫
の
孫
で
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
阿
こ
の
跡
目
を
相
続
。
二
五
石
五
人
。

以
後
も
大
久
保
家
は
福
井
藩
士
家
と
し
て
存
続（『
続
片
聾
記　

下
』『
福
井
藩
士
履
歴
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
の
乳
母
は
大
久
保
可
内
と
い
う
者
の
母
で
、
吉
品
公
は
そ
の
乳
母
を
大
切
に

し
て
お
ら
れ
た
。
お
年
を
召
さ
れ
た
吉
品
公
が
城
下
に
お
出
で
に
な
っ
た
時
の
こ
と
。

吉
品
公
は
可
内
の
屋
敷
に
お
立
ち
寄
り
に
な
り
、
門
内
ま
で
駕
籠
を
入
れ
さ
せ
、
乳
母

を
召
し
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
親
し
く
接
せ
ら
れ
な
が
ら
「
望
み
が
あ
れ
ば
申
さ
れ
よ
。

そ
な
た
の
申
す
こ
と
な
ら
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
叶
え
た
も
う
ぞ
」
と
言
葉
を
か
け
ら

れ
た
。
す
る
と
乳
母
は
吉
品
公
の
親
身
に
感
謝
し
て
「
私
は
公
が
親
し
み
を
持
っ
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
人
々
に
ご
慈
悲
を
お
か

け
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
願
い
奉
り
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
と
い
う
。

 

（
堀
井
雅
弘
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
一
話

一
柘
植
伊
右
衛
門
、
或
時
、
御
鷹
野
先
ヨ
リ
急
御
用
ア
リ
、
馬
ヲ
早
メ
テ
往
還

筋
ヲ
来
ル
、
田
路
ヨ
リ
御
鷹
匠
衆
、
鷹
ヲ
ス
ヱ
テ
来
リ
、
当ハ

タ

ト
行
合
シ
故
、

御ヲ

テ手
鷹
ナ
リ
ト
声
ヲ
カ
ク
ル
、
柘
植
、
御ヲ

テ手
武
士
ナ
リ
ト
云
テ
通
シ
ト
ゾ

［
注
釈
］

　

○
柘
植
伊
右
衛
門
…
初
代
は
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）、
光
通
に
知
行
五
〇
〇
石
で
召

出
さ
れ
た
景
林
（
通
称
は
初
め
平
九
郎
）。
貞
享
の
半
知
の
際
に
暇
を
下
さ
れ
て
後
、
元

禄
三
年
（
一
六
九
〇
。
た
だ
し
松
平
文
庫
「
貞
享
三
年
御
新
規
以
来
惣
侍
中
拝
知
并
御

擬
作
被
下
帳
」
で
は
元
禄
二
年
と
あ
る
）
に
吉
品
に
よ
っ
て
二
五
〇
石
で
召
し
返
さ
れ

た
（「
諸
士
先
祖
之
記
」「
吉
品
給
帳
」）。
二
代
は
通
称
を
初
め
忠
太
郎
、諱
を
景
房
（「
姓
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
四
巻
二
号

名
録
」
で
は
影
英
）
と
い
い
、
吉
邦
の
代
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
景
林
の
跡
知

二
五
〇
石
を
を
下
さ
れ
て
い
る
。
三
代
は
通
称
を
初
め
忠
五
郎
、
諱
を
影
芳
と
い
い
、

家
督
は
宝
暦
一
〇
年
（
一
七
六
〇
）
の
こ
と
。「
南
越
雑
話
」
中
巻
の
成
立
は
明
和
九
年

（
一
七
七
二
）
な
の
で
、
初
～
三
代
の
い
ず
れ
も
該
当
す
る
が
、
鷹
野
に
関
す
る
話
で
あ

る
こ
と
か
ら
、吉
品
の
代
す
な
わ
ち
景
林
の
話
か
。
○
御
鷹
野
先
…
鷹
野
は
鷹
狩
の
こ
と
。

『
福
井
藩
史
事
典
』
に
は
「
御
鷹
野
場
所
」
と
し
て
、
新
開
筋
（
江
端
村
）・
菖
蒲
原
筋

（
吉
谷
村
）・
矢
代
筋
（
加
茂
村
）・
荒
川
筋
（
今
泉
村
）・
橋
上
筋
（
鳥
羽
村
）・
吉
江
筋

（
吉
江
村
）・
柳
原
筋
（
家
久
村
）・
東
郷
筋
（
下
馬
村
）・
勝
見
筋
（
淵
上
村
）・
長
土
呂

筋
（
長
土
呂
村
）・
底
喰
筋
（
上
伏
村
）・
寺
前
筋
川
北
筋
（
福
井
往
ノ
者
）
と
の
記
載

が
あ
る
。
本
話
は
こ
の
う
ち
の
往
還
筋
に
程
近
い
場
所
と
思
わ
れ
る
が
、
特
定
は
で
き

な
い
。
○
往
還
筋
…
主
要
な
街
道
。
こ
こ
で
は
北
陸
道
往
還
を
指
す
か
。
○
田
路
…
た

み
ち
。
あ
ぜ
道
。
○
鷹
匠
衆
…
『
福
井
藩
史
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
鳥
見
頭
の
配
下
で
「
御

鷹
一
切
の
事
に
関
し
、
夏
向
は
餌
飼
・
夜
据
を
為
し
、
冬
向
は
野
合
罷
出
鷹
狩
を
為
す
。

御
鷹
匠
面
々
も
同
断
」
と
あ
り
、「
御
鷹
匠
方
は
二
十
一
名
あ
り
、
士
族
に
て
知
行
百
石

或
は
扶
持
方
・
切
米
被
下
御
番
供
は
許
さ
れ
、御
鷹
の
み
に
関
す
」
と
あ
る
。「
吉
品
給
帳
」

に
は
「
拾
五
石
ゟ
拾
石
三
人
扶
持
迄　

御
鷹
師
拾
八
人
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
ほ
か
に

知
行
一
〇
〇
石
の
面
々
の
中
に
も
鷹
匠
頭
や
鷹
匠
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

実
際
「
宗
矩
給
帳
」
に
は
「
百
石　

御
鵜
鷹
方　

鈴
木
甚
五
太
夫
」「
百
石　

御
鷹
匠
頭

　

塚
谷
源
左
衛
門
」
な
ど
の
名
が
見
え
る
。
○
御
手
鷹
…
藩
主
の
鷹
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

柘
植
伊
右
衛
門
は
、
あ
る
時
、
御
鷹
野
先
か
ら
急
の
御
用
が
あ
っ
て
呼
ば
れ
た
。
馬

を
急
が
せ
て
街
道
筋
を
御
鷹
野
先
へ
向
か
っ
て
来
る
と
、
あ
ぜ
道
か
ら
御
鷹
匠
衆
が
鷹

を
拳
に
据
え
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
た
。
御
鷹
匠
衆
は
「
こ
ち
ら
は

主
君
の
御
手
鷹
で
あ
る
ぞ
」
と
声
を
か
け
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
柘
植
は
「
そ
れ
が
し

は
主
君
の
御
手
武
士
で
あ
る
ぞ
」
と
言
っ
て
通
り
過
ぎ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 

（
長
野
栄
俊
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
二
話

一
柘
植
如
休
、
老
年
ニ
及
ン
テ
、
或
時
愛
宕
山
御
遊
山
ノ
時
、
御
菓
子
ヲ
下
サ

ル
ベ
キ
旨
ニ
テ
召
セ
ラ
レ
シ
カ
バ
、
柘
植
ガ
云
、
侍
タ
ル
モ
ノ
何
ゾ
食
物
ノ

為
ニ
遠
路
ヘ
老ラ

ウ
ソ
ク足
ヲ
ハ
コ
バ
ン
ト
云
テ
召
ニ
應
セ
ズ
、
其
後
御
兎ウ
サ
キ
狩
ノ
時

勢セ

コ子
ナ
ミ
ヲ
見
セ
ラ
ル
ベ
シ
ト
テ
召
サ
レ
シ
カ
バ
、
歓
ン
デ
罷
出
シ
ト
也

［
注
釈
］

　

○
柘
植
如
休
…
「
姓
名
録
」
に
柘
植
如
休
信
成
。
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
に
召
し

出
さ
る
。
よ
っ
て
こ
の
条
に
見
え
る
藩
主
は
光
通
。
○
愛
宕
山
…
現
在
の
足
羽
山
。
天

正
四
年
（
一
五
七
六
）、
柴
田
勝
家
が
一
乗
谷
か
ら
移
転
し
て
き
た
愛
宕
大
権
現
社
に
愛

宕
山
を
寄
進
し
た
。
○
兎
狩
…
練
武
的
性
格
を
付
し
た
「
兎
狩
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
（
赤
田
光
男
「
狩
猟
の
練
武
性
と
ウ
サ
ギ
狩
り
の
作
法
」『
ウ
サ
ギ
の
日
本
文
化
史
』

世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）。
○
勢
子
…
狩
り
の
際
、
獲
物
を
追
い
出
し
だ
り
、
包
囲

し
て
一
方
へ
誘
導
す
る
人
々
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

柘
植
如
休
は
老
年
と
な
っ
て
か
ら
、
あ
る
時
愛
宕
山
に
殿
様
が
遊
び
に
お
い
で
に
な
っ

た
際
、
お
菓
子
を
く
だ
さ
る
と
の
こ
と
で
、
殿
が
柘
植
を
お
召
し
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、

柘
植
が
言
う
に
は
「
侍
た
る
も
の
ど
う
し
て
食
べ
物
の
た
め
に
遠
く
へ
老
い
の
足
を
は

こ
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
」
と
言
っ
て
お
召
し
に
応
じ
な
か
っ
た
。

　
　

そ
の
後
御
兎
狩
り
の
勢
子
と
し
て
の
技
量
を
見
せ
ら
れ
よ
と
の
こ
と
で
、
殿
が
お
召

し
に
な
っ
た
の
で
、
喜
ん
で
参
上
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 

（
田
中
伸
卓
）
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中
巻
―
第
二
三
話

一
鈴
木
忠
右
衛
門
ハ
御
勝
手
元
〆
役
ヲ
勤
メ
テ
功コ
ウ

ヲ
ナ
ス
、
或
年
東
武
ニ
テ
諸

用
多
キ
ニ
付
、
新
タ
ニ
倹
約
ヲ
仰
セ
付
ラ
ル
、
上
下
艱
難
ヲ
ナ
シ
テ
職シ

ヨ
クヲ
ツ

ト
ム
、
時
ニ
吉
品
公
木
石
ヲ
愛
シ
玉
ウ
ニ
ヨ
リ
、
作
リ
松
ヲ
求
メ
ラ
レ
ン
事

ヲ
忠
右
衛
門
ニ
談
ジ
玉
ウ
、
忠
右
衛
門
カ
云
、
今
物
入
多
キ
ニ
ヨ
リ
新
タ
ニ

倹
約
ヲ
仰
出
サ
ル
ヽ
ニ
ヨ
リ
、
上
下
困
窮
ヲ
ナ
シ
テ
御
奉
公
ヲ
勤
ム
、
然
ル

ニ
君
、
若
無
益
ノ
事
ニ
金
銀
ヲ
用
ヒ
玉
ハ
ヾ
、
人
皆
心
服
ス
ベ
カ
ラ
ス
、
不

可
也
ト
云
、
吉
品
公
理
ニ
服
シ
玉
フ
ト
イ
ヘ
共
、
意
ナ
ヲ
止
ザ
ル
ニ
ヨ
リ
、

内
証
金
数
百
金
ヲ
出
シ
テ
、
彼
松
ヲ
求
メ
テ
引
セ
ラ
ル
、
忠
右
衛
門
表
御
門

内
ニ
於
テ
松
ヲ
持
来
ル
ニ
会ア

フ
、
忠
右
衛
門
ガ
云
、
是
誰
人
ノ
指
図
ニ
テ
持

来
ル
ヤ
、
其
方
ノ
役
人
ノ
云
、
上
ヨ
リ
ノ
仰
出
サ
レ
也
、
忠
右
衛
門
ガ
云
、

上
ヨ
リ
ノ
仰
出
サ
レ
ニ
モ
セ
ヨ
、
金
銀
出
入
ノ
事
ハ
此
忠
右
衛
門
ガ
サ
シ
図ヅ

セ
ザ
ル
事
ハ
罷
ナ
ラ
ズ
、
早
ク
持
返
ス
ベ
シ
ト
也
、
皆
云
、
上
ニ
モ
御
物
入

ヲ
イ
ト
ヒ
玉
ヒ
、
御
内
証
ヨ
リ
求
メ
ラ
ル
ヽ
ヨ
シ
ナ
レ
バ
苦
シ
カ
ラ
ジ
、
忠

右
衛
門
ガ
云
、
仮
令
御
内
証
金
ニ
テ
モ
、
是
皆
御
領
知
ノ
内
ヨ
リ
出
ル
所
ナ

リ
、
早
々
松
ヲ
返
ス
ベ
シ
。
御
尋
ア
ラ
バ
、
忠
右
衛
門
ガ
止
メ
タ
ル
由
ヲ
申

達
ス
ベ
シ
、
必
ズ
汝
ラ
ガ
罪
ニ
セ
ジ
、
皆
是
非
ナ
ク
松
ヲ
持
カ
エ
ス
、
吉
品

公
是
ヲ
聞
カ
セ
ラ
レ
、
甚
怒
リ
玉
フ
ト
云
へ
共
、
理
ニ
服
シ
玉
ヒ
其
事
止
ヌ
、

亦
或
年
、
忠
右
衛
門
江
戸
御
留
主
勤
番
タ
リ
時
ニ
、
霊
岸
島
御
屋
鋪
ニ
稲
荷

ノ
祠ホ

コ
ラア

リ
、
少
ニ
テ
モ
不
敬
ヲ
ナ
ス
時
ハ
、
大
ニ
祟タ

ヽ
リヲ

ナ
ス
、
女
童
、
為タ

メ

ニ

因ク
ル
シム

者
多
シ
、
忠
右
衛
門
ガ
云
、
神
ハ
公ヲ

ヽ
ヤケ

ナ
ル
モ
ノ
也
、
女
童
思
ハ
ズ
無

礼
ヲ
ナ
ス
、
夫ソ

レ

ニ
祟
リ
ヲ
ナ
ス
ト
云
ハ
、
是
邪ジ

ヤ

神シ
ン

也
、
其
祠
ヲ
毀コ

ボ

チ
テ
、
海

ヘ
捨
ツ
ベ
シ
ト
云
、
人
皆
云
、
少
シ
ノ
無
礼
ア
リ
テ
ダ
ニ
祟
リ
ア
リ
、
況イ

ワ

ン

ヤ
是
ヲ
毀
チ
捨
バ
、
必
大
ナ
ル
害
ア
ラ
ン
、
其
上
君
ノ
思
召
モ
計
リ
カ
タ
シ
、

強シ
イ

テ
毀
タ
ン
ト
思
ヒ
玉
ハ
ヾ
、
一
応
国
元
エ
伺
ヒ
テ
可
ナ
ラ
ン
、
忠
右
衛
門

ガ
云
、
是
可
ナ
ラ
ズ
、
我
レ
道
理
ヲ
以
テ
邪
神
ヲ
払
フ
、
何
ゾ
祟
リ
ア
ラ
ン
、

果ハ
タ

若モ
シ

祟タ
ヽ

リ
有
ト
モ
、
我
レ
独
其
害
ニ
ア
フ
テ
、
以
来
諸
人
ノ
害
ヲ
ノ
ゾ
ク
ベ

シ
、
先サ

キ

ン
ジ
テ
国
元
ヘ
伺
フ
時
ハ
、
是
君
ヲ
シ
テ
毀
タ
シ
ム
ル
也
、
是
不
可

也
、
君
ノ
命
ヲ
待
ズ
シ
テ
毀
ツ
時
ハ
、
我
レ
是
ヲ
毀
ツ
ナ
リ
、
害
ア
リ
ト
モ

我
蒙
ラ
ン
ト
謂
テ
、
終
ニ
祠
ヲ
毀
チ
テ
海
ニ
捨
ル

［
校
訂
］

　

①
国
本
→
⑤
国
元

［
注
釈
］

　

○
鈴
木
忠
右
衛
門
…
重
房
。
生
国
摂
津
。
源
兵
衛
重
勝
の
養
子
。
実
父
は
狛
伊
勢
孝
澄

与
力
橋
本
傳
左
衛
門
。「
諸
士
先
祖
之
記
」
に
よ
れ
ば
、
忠
右
衛
門
は
光
通
の
治
世
で
あ

る
延
宝
元
年
に
養
父
・
源
兵
衛
の
跡
を
継
ぎ
（
二
〇
〇
石
）、
当
初
は
源
兵
衛
を
名
乗
る
。

「
光
通
給
帳
」
に
「
二
百
石　

鈴
木
源
兵
衛
」、「
吉
品
給
帳
」
に
は
「
百
五
十
石　

鈴
木

忠
右
衛
門
」
と
あ
り
、「
吉
邦
給
帳
」
に
石
高
「
弐
百
五
十
石
」「
自
分
代
弐
百
石
半
知

百
石
（
元
禄
五
年
五
十
石
御
加
増
、
正
徳
三
年
百
石
御
加
増
）」
と
あ
る
。
忠
右
衛
門
の

名
は
「
諸
役
年
表
二
」
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
「
御
奉
行
」（
藩
財
政
の
責
任
者
：『
福

井
市
史 

通
史
編
２
』）
の
欄
に
見
え
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
は
「
テ
鈴
木
」
と
あ

る
（「
テ
」
は
朱
筆
。
転
役
の
意
）。
同
年
の
「
諸
役
年
表
」「
御
勝
手
掛
り
附
元
〆
惣
受

込
／
（
朱
筆
）
長
袴
席
以
上
」
に
も
そ
の
名
が
あ
り
、
朱
筆
で
「
御
奉
行
御
免
／
元
〆

役
被
仰
付
」
と
付
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
職
は
そ
の
ま
ま
で
享
保
一
〇
年
の
項
に
隠
居
と

あ
る
。
○
御
勝
手
元
〆
役
…
こ
こ
で
は
、
忠
右
衛
門
の
隠
居
時
の
役
職
「
御
勝
手
掛
り

元
〆
役
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
（「
諸
役
年
表
」）。
そ
も
そ
も
「
御
勝
手
」
は
幕
府
に
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六
十
四
巻
二
号

お
い
て
は
奥
向
き
の
経
理
を
担
当
す
る
役
と
さ
れ
る
（『
国
史
大
辞
典
』）。
福
井
藩
で
近

い
役
名
と
し
て
は
「
御
勝
手
役
」
が
挙
げ
ら
れ
（『
福
井
市
史 

通
史
編
２
』『
福
井
藩
史

事
典
』）、
勘
定
所
に
属
し
「
御
奉
行
」
の
下
役
と
し
て
藩
財
政
に
携
わ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
前
注
で
示
し
た
通
り
、
忠
右
衛
門
は
享
保
四
年
か
ら
「
御
勝
手
掛
り
」
の
「
元
〆

役
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
役
職
は
「
諸
役
年
表
」
に
朱
筆
で
「
但
／
享
保
年

中
以
後
／
臨
時
御
役
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
勝
手
役
と
は
別
の
臨
時
職
と
考
え
ら
れ

る
。
○
作
リ
松
…
自
然
に
生
長
す
る
に
ま
か
せ
た
も
の
で
な
く
、
種
々
に
手
を
加
え
て

形
を
と
と
の
え
た
松
の
木
。
枝
を
切
っ
た
り
、
曲
げ
た
り
、
刈
り
込
み
を
し
て
形
を
と

と
の
え
た
り
、
ま
た
舟
・
傘
な
ど
の
形
に
作
っ
た
り
す
る
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○

内
証
金
…
内
証
金
。
内
証
で
所
持
す
る
金
。
内
証
で
貯
め
た
金
。
へ
そ
く
り
（『
日
本
国

語
大
辞
典
』）。
○
霊
岸
島
御
屋
敷
…
現
在
の
東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
・
二
丁
目
に

所
在
し
た
福
井
藩
中
屋
敷
。
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
松
平
忠
昌
が
拝
領
し
て
以
来
、

江
戸
時
代
を
通
じ
て
存
続
。
屋
敷
所
在
地
に
は
、現
在
で
も
「
越
前
堀
」
の
名
称
が
あ
り
、

そ
の
名
残
を
と
ど
め
る
。
○
稲
荷
ノ
祠
…
現
在
の
徳
船
稲
荷
神
社
（
東
京
都
中
央
区
）。

例
え
ば
、
松
平
文
庫
『
江
戸
常
盤
橋
霊
岸
嶋
御
屋
敷
図
江
戸
霊
岸
嶋
御
屋
敷
図
』
中
の

霊
岸
島
屋
敷
を
描
い
た
図
で
は
、
北
側
に
「
稲
荷
宮
」
が
確
認
で
き
、
こ
れ
に
相
当
す

る
と
思
わ
れ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

鈴
木
忠
右
衛
門
は
御
勝
手
元
締
め
役
を
勤
め
て
功
績
を
上
げ
た
人
で
あ
る
。
あ
る
年
、

江
戸
に
お
い
て
諸
費
用
が
多
く
か
か
り
、
新
た
に
倹
約
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
身
分
の

上
の
者
も
下
の
者
も
苦
労
し
て
や
り
く
り
し
、
仕
事
を
こ
な
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
吉
品

公
は
木
石
を
好
ま
れ
て
い
た
た
め
、
作
り
松
を
購
入
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
忠
右
衛
門

に
か
け
あ
わ
れ
た
。
忠
右
衛
門
が
言
う
に
は
「
今
、
物
入
り
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
新

た
に
倹
約
を
ご
指
示
な
さ
っ
た
た
め
に
、
み
な
が
困
窮
し
つ
つ
ご
奉
公
に
勤
め
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
な
か
で
主
君
で
あ
る
あ
な
た
が
、
も
し
無
益
の
事
に
金
銀
を
使
わ
れ
た
ら
、

人
は
み
な
心
服
し
な
い
で
し
ょ
う
。
松
を
買
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。

　
　

吉
品
公
は
そ
の
道
理
に
従
っ
た
も
の
の
、
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
止
め
ら
れ
ず
、

内
證
金
か
ら
数
百
金
を
出
し
て
そ
の
松
を
購
入
し
、
城
へ
引
い
て
来
た
。
忠
右
衛
門
が

表
御
門
内
で
松
を
持
っ
て
来
た
一
行
に
出
会
っ
て
「
こ
れ
は
誰
の
指
図
で
持
っ
て
来
た

の
か
」
と
言
う
と
、
そ
ち
ら
の
役
人
が
「
吉
品
公
の
指
示
で
す
」
と
言
っ
た
。
忠
右
衛

門
が
言
っ
た
の
は
「
吉
品
公
が
命
令
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
金
銀
の
出
入
り
の
こ
と

は
忠
右
衛
門
の
指
図
が
な
い
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
な
い
。
早
く
松
を
持
ち
帰
る
よ
う
に
」

で
あ
っ
た
。
皆
は
「
吉
品
公
も
物
入
り
に
つ
い
て
は
配
慮
し
て
御
内
証
金
か
ら
ご
購
入

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
た
が
、
忠
右
衛
門
は
「
御

内
証
金
で
あ
っ
て
も
、
も
と
は
み
な
御
領
知
の
内
か
ら
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
早
く

松
を
返
し
な
さ
い
。
吉
品
公
か
ら
お
尋
ね
が
あ
れ
ば
、
忠
右
衛
門
が
止
め
た
と
申
し
上

げ
れ
ば
よ
い
。
決
し
て
お
前
た
ち
の
罪
に
は
し
な
い
」
と
言
っ
た
。
皆
、
仕
方
な
く
松

を
持
ち
返
っ
た
。
吉
品
公
は
こ
れ
を
聞
い
て
非
常
に
お
怒
り
に
な
っ
た
も
の
の
、
道
理

に
従
わ
れ
た
の
で
、
こ
の
件
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
。

　
　

ま
た
あ
る
年
、
忠
右
衛
門
の
江
戸
留
守
勤
番
在
職
時
、
霊
岸
島
屋
敷
に
稲
荷
の
祠
が

あ
っ
た
。
稲
荷
は
人
々
が
少
し
で
も
不
敬
な
行
為
を
し
た
時
は
、
大
い
に
祟
り
を
与
え

る
と
い
う
。
女
童
に
も
稲
荷
の
祟
り
に
苦
し
む
も
の
が
多
く
い
た
。
忠
右
衛
門
は
「
神

は
分
け
隔
て
の
な
い
公
な
る
存
在
で
あ
る
。
女
童
は
悪
気
な
く
無
礼
を
は
た
ら
く
。
そ

れ
に
祟
り
を
与
え
る
と
い
う
の
は
、
邪
神
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
稲
荷
の
祠
を
毀
し
て

海
へ
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
人
は
皆
、「
少
し
の
無
礼
が
あ
っ
て
も
稲
荷
の

祟
り
が
あ
る
の
に
、
ま
し
て
祠
を
毀
し
て
捨
て
れ
ば
必
ず
大
き
な
害
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
、
吉
品
公
の
お
考
え
も
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
無
理
に
毀
そ

う
と
思
え
ば
、
一
応
国
元
に
伺
う
の
が
筋
で
あ
ろ
う
」
と
忠
右
衛
門
に
話
し
た
。
し
か

し
忠
右
衛
門
は
「
そ
れ
は
で
き
な
い
。
私
は
道
理
を
も
っ
て
邪
神
を
払
う
。
そ
れ
な
の

に
な
ぜ
祟
り
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
祟
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
一
人
そ
の
犠
牲

と
な
っ
て
、
以
後
は
諸
人
の
害
を
取
り
除
く
筈
で
あ
る
。
祠
を
毀
す
前
に
国
元
に
伺
え

ば
、
そ
れ
は
吉
品
公
が
命
を
発
し
毀
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
吉
品
公
の
責
任
に
な
っ
て
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し
ま
う
。
吉
品
公
に
伺
わ
ず
に
毀
す
と
き
は
、
私
自
身
が
毀
す
の
で
、
た
と
え
害
が
あ
っ

て
も
私
一
人
が
蒙
れ
ば
済
む
」
と
言
っ
て
、
つ
い
に
祠
を
毀
し
て
海
に
捨
て
た
。

 

（
瓜
生
由
起
・
田
中
丈
敏
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
四
話

一
門モ

ン

奈ナ

左
近
右
衛
門
ハ
、
飯
田
主モ

米ト
メ

吹ス
イ
キ
ョ挙
ヲ
以
テ
召
出
サ
レ
、
飯
田
ガ
恩
ヲ
受

ル
事
厚
シ
、
然
ル
ニ
、
飯
田
故
ア
ツ
テ
イ
ト
マ
ヲ
願
フ
ニ
ツ
キ
、
末
子
亀
三

郎
ニ
五
百
石
下
サ
レ
候
条
、主
米
ハ
知
行
所
ヱ
蟄
居
ス
ベ
キ
旨
、仰
渡
サ
ル
ヽ

ト
云
ヘ
ト
モ
御
請
申
サ
ズ
、
其
夜
孝
顕
寺
迄
立
退
ク
、
門
奈
是
ヲ
キ
ヽ
、
御

法
式
ア
レ
バ
ト
テ
、
黙モ

ダ

止ス

ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
テ
、
孝
顕
寺
ヱ
赴
キ
、
旅
用
ヲ

輔
ケ
、
余ナ

ゴ
リ波
ヲ
惜
ム
、
後
門
奈
モ
御
法
式
ヲ
背ソ
ム

ク
ヲ
以
テ
御
暇
玉
ハ
ル

［
校
訂
］

　

①
趣
→
⑤
赴

［
注
釈
］

　

○
門
奈
左
近
右
衛
門
…
知
行
五
〇
〇
石
（「
綱
昌
給
帳
」）。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の

松
平
光
通
の
葬
儀
で
御
法
事
奉
行
を
務
め
て
い
る
（「
国
事
叢
記
」）。
○
飯
田
主
米
…
知

行
三
〇
五
〇
石（「
光
通
給
帳
」）。
寛
文
八
年（
一
六
六
八
）に
家
老
に
抜
擢
さ
れ
た（「
家

譜
」）。
し
か
し
、延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
御
役
御
免
と
な
り
、福
井
藩
を
去
っ
た
（「
国

事
叢
記
」）。
○
吹
挙
…
推
挙
と
も
書
く
。
官
職
へ
の
推
薦
の
こ
と
。
○
亀
三
郎
…
飯
田

主
米
の
末
子
。
亀
太
郎
と
も
伝
わ
る
（「
国
事
叢
記
」）。
○
知
行
所
…
自
分
が
支
配
し
て

い
る
土
地
、
知
行
と
し
て
給
与
さ
れ
た
土
地
。
○
孝
顕
寺
…
曹
洞
宗
の
寺
院
。
結
城
秀

康
が
越
前
国
へ
入
り
、
多
く
の
寺
院
が
下
総
結
城
か
ら
北
庄
へ
移
転
や
分
寺
を
行
っ
た
。

そ
の
際
、
結
城
孝
顕
寺
も
北
庄
へ
分
寺
を
行
っ
て
い
る
。
○
法
式
…
作
法
や
儀
式
、
法

や
掟
。
○
黙
止
…
言
う
べ
き
こ
と
を
言
わ
な
い
で
い
る
こ
と
、あ
る
い
は
無
視
す
る
こ
と
。

○
旅
用
…
旅
の
費
用
。
○
余
波
…
名
残
。
人
と
別
れ
る
時
に
思
い
切
れ
な
い
気
持
ち
が

残
る
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

門
奈
左
近
右
衛
門
は
飯
田
主
米
の
推
挙
に
よ
っ
て
召
し
出
さ
れ
、
飯
田
に
対
し
て
厚

く
恩
を
感
じ
て
い
た
。
さ
て
、
飯
田
が
と
あ
る
理
由
で
辞
職
を
願
い
出
た
た
め
、
末
子

の
亀
三
郎
に
五
〇
〇
石
が
与
え
ら
れ
、
主
米
は
知
行
所
へ
蟄
居
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ

た
が
、
主
米
は
命
に
従
わ
ず
、
そ
の
夜
に
孝
顕
寺
へ
立
ち
退
い
た
。
門
奈
は
こ
れ
を
聞

い
て
、
法
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
言
う
べ
き
こ
と
を
言
わ
ず
に
無
視
す
る
べ
き
で
は

な
い
と
孝
顕
寺
へ
赴
き
、
旅
費
を
援
助
し
て
名
残
を
惜
し
ん
だ
。
そ
の
後
、
門
奈
も
法

に
背
い
た
こ
と
を
理
由
に
辞
職
を
命
じ
ら
れ
た
。

 

（
三
好
康
太
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
五
話

一
或
時
留
川
ノ
鮎
ヲ
ト
ル
者
数
人
ア
リ
、
牢
舎
申
付
ラ
ル
、
吉
品
公
魚ギ

ヨ

猟リ
ヤ
ウヲ
好

マ
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
ヨ
リ
御
怒
強
ク
、
既ス

デ

ニ
斬ザ
ン
ザ
イ罪
ニ
行
ハ
レ
ン
ト
ノ
沙
汰
ア
リ
、

御
家
老
皆
禽
獣
ノ
為
ニ
人
ヲ
害カ

イ

セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
憂
ヒ
テ
諫
レ
ト
モ
用
ヒ
玉
ハ

ズ
、
或
日
稲
葉
采
女
御
用
ノ
事
ア
リ
、
三
国
ニ
至
リ
舟
シ
テ
帰
ル
時
、
漆
ヶ

淵
留
川
ニ
於
テ
驕

ホ
シ
イ
マニヽ

鯉
ヲ
得
テ
帰
リ
、
其
旨
ヲ
演ノ

ベ

テ
右
ノ
鯉
ヲ
献
ズ
、
吉
品

公
其
意
ヲ
悟サ

ト

リ
玉
ヒ
、
前
ニ
牢
舎
サ
セ
ラ
レ
シ
者
ノ
罪
ヲ
免
シ
玉
フ
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
四
巻
二
号

［
校
訂
］

　

①
窂
→
⑤
牢

［
注
釈
］

　

○
留
川
…
魚
を
捕
る
こ
と
を
禁
じ
た
川
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
稲
葉
采
女
…
稲
葉

正
純
。
二
一
七
五
石
（「
吉
品
給
帳
」）。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
五
月
九
日
に
家
督
を

相
続
し
、宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）六
月
一
三
日
に
家
老
職
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る（『
福

井
藩
士
履
歴
』）。
稲
葉
家
は
も
と
美
濃
国
大
野
郡
清
水
城
主
で
あ
っ
た
が
、
松
平
忠
昌

の
越
後
高
田
藩
入
封
時
に
お
付
と
し
て
糸
魚
川
に
居
城
し
た
。
忠
昌
の
福
井
藩
継
承
の

際
に
も
付
き
従
い
、
越
前
へ
移
転
し
て
い
る
（「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
○
漆
ヶ
淵
…
日
野

川
と
足
羽
川
が
合
流
す
る
地
点
に
あ
っ
た
淵
の
名
称
。
淵
の
上
に
小
渡
が
あ
り
、
下
に

は
大
渡
が
あ
っ
た
（「
名
蹟
考
」）。
こ
の
付
近
は
好
漁
場
で
も
あ
っ
た
の
で
禁
猟
区
と
さ

れ
、
福
井
藩
主
の
川
遊
び
の
場
と
さ
れ
た
（『
福
井
県
の
地
名
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

あ
る
時
、
禁
猟
と
さ
れ
て
い
る
川
で
鮎
を
捕
る
者
が
数
人
お
り
、
彼
ら
は
牢
獄
行
き

を
命
ぜ
ら
れ
た
。
吉
品
公
は
漁
猟
を
好
ま
れ
て
い
た
の
で
お
怒
り
が
強
く
、
そ
の
う
ち

斬
罪
が
仰
せ
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
の
噂
が
流
れ
た
。
家
老
衆
は
み
な
獣
の
た
め
に
人

を
害
す
る
こ
と
を
憂
い
、
吉
品
公
を
諫
め
た
が
、
吉
品
公
は
お
聞
き
届
け
に
な
ら
な
か
っ

た
。

　
　

あ
る
日
、
稲
葉
采
女
が
御
用
で
三
国
に
赴
き
、
船
に
て
帰
る
際
に
漆
ヶ
淵
の
禁
猟
区

で
好
き
勝
手
に
鯉
を
捕
え
て
帰
り
、
そ
の
旨
を
述
べ
て
鯉
を
吉
品
公
へ
と
献
上
し
た
。

吉
品
公
は
采
女
の
意
図
を
お
悟
り
に
な
り
、
前
に
牢
獄
行
き
と
な
っ
て
い
た
者
た
ち
を

赦
免
な
さ
れ
た
。

 

（
山
田
裕
輝
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
六
話

一
岡
部
左
膳
ハ
渥
美
又
治
郎
ト
云
テ
、
御
小
姓
ナ
リ
シ
ト
キ
、
秘
蔵
ノ
御
茶
碗

ヲ
玉
ハ
リ
、
小
者
ニ
持
セ
下
宿
セ
シ
ニ
、
途
中
ニ
テ
僕
過ア

ヤ
マツ
テ
地
ニ
落
シ
微

塵
ニ
ナ
ス
、
又
治
郎
大
ニ
怒
リ
、
小
者
ヲ
押
込
置
、
数
日
ニ
テ
免ユ

ル

ス
、
吉
品

公
此
旨
ヲ
聞
シ
召
レ
、
又
治
郎
ヲ
召
テ
御
叱
リ
ナ
サ
レ
、
右
ノ
僕
ヲ
如
何
申

付
シ
ト
御
尋
ア
リ
シ
カ
バ
、
又
治
郎
実
ヲ
以
テ
申
上
ル
、
吉
品
公
大
ニ
怒
ラ

セ
ラ
レ
、
死
罪
ニ
モ
行
フ
ベ
キ
奴ヤ

ツ

ヲ
軽
キ
申
付
ヤ
ウ
也
ト
テ
甚
御
叱
リ
ナ
サ

ル
、
又
治
郎
カ
云
、
臣
ガ
不
敬
下
人
ガ
過
チ
、
尤
恐
入
処
ナ
リ
、
然
シ
ナ
カ

ラ
、
下
人
ガ
罪
死
ニ
当
ラ
ザ
ル
カ
、
若
是
ヲ
殺
サ
バ
、
器
物
ノ
為
ニ
人
ヲ
害ソ

コ
ナ

ウ
ト
云
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
禽
獣
ノ
為
ニ
人
ヲ
害ソ
コ
ナウ
ニ
ハ
、
劣ヲ
ト

ラ
ン
カ
ト
言
上
シ

カ
バ
、
吉
品
公
忽
チ
御
気
色
ナ
ヲ
リ
、
甚
感
悦
シ
玉
フ
、
後
年
吉
邦
公
、
御

引
移
リ
ノ
時
、
又
治
郎
御
給
仕
ニ
出
シ
カ
バ
、
吉
品
公
吉
邦
公
ニ
ノ
玉
ハ
ク
、

又
治
郎
ハ
家
老
職
ヲ
モ
勤
メ
カ
ネ
ザ
ル
器
量
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
揚
テ
ツ
カ
イ

ヒ
玉
ウ
ヤ
ウ
ニ
ト
ナ
リ
、
後
岡
部
新
九
郎
養
子
ニ
仰
付
ラ
レ
、
終
ニ
御
家
老

ト
ナ
ル
、
能
温
厚
篤
実
ヲ
以
テ
、
宗
矩
公
ヲ
輔
佐
シ
玉
フ

［
校
訂
］

　

①
云
モ
ノ
ニ
テ
→
⑤
云
モ
ノ
ニ
シ
テ　

①
ア
ゲ
テ
→
⑤
揚
テ

［
注
釈
］

　

○
岡
部
左
膳
…
「
貞
享
三
年
御
新
規
以
来
惣
侍
中
拝
知
并
御
擬
作
被
下
帳
」
で
は
九
〇
〇

石
で
記
載
、「
享
保
年
中
兵
部
大
輔
宗
矩
公
御
代
知
行
高
」
で
は
一
二
〇
〇
石
、
高
知

席
で
記
載
。『
福
井
藩
士
履
歴
』
に
よ
る
と
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
奥
御
小
姓
で
召

し
出
さ
れ
、
同
一
〇
年
に
養
父
岡
部
新
九
郎
の
跡
を
受
け
て
家
督
相
続
、
享
保
一
六
年
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

（
一
七
三
一
）
に
江
戸
に
お
い
て
家
老
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
吉
品
か
ら
吉
邦
へ
の
代
替
わ
り
後
に
岡
部
新
九
郎
家
へ
の
養
子
入
り

を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
時
系
列
的
に
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
○
押
込
…
押
籠
と
も

書
く
。
中
世
か
ら
近
世
に
行
わ
れ
た
刑
罰
。『
公
事
方
御
定
書
』
で
は
「
他
出
不
為
仕
戸

を
建
寄
置
」
と
規
定
さ
れ
武
士
お
よ
び
庶
民
に
適
用
さ
れ
る
。
二
〇
日
以
上
、
一
〇
〇

日
以
下
、
自
宅
に
謹
慎
、
門
戸
を
閉
ざ
し
他
出
を
許
さ
な
い
。（『
国
史
大
辞
典
』）。
○

不
敬
…
敬
わ
な
い
こ
と
。
敬
意
を
示
さ
ず
失
礼
な
言
動
を
取
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
さ

ま
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
禽
獣
ノ
為
ニ
人
ヲ
害
ウ
…
生
類
憐
み
の
令
（
一
六
八
二

～
一
七
〇
九
）
を
揶
揄
し
た
も
の
か
。
○
気
色
…
感
情
の
状
態
、
気
分
、
機
嫌
、
気
持

ち
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
吉
邦
公
…
一
六
八
一
～
一
七
二
二
。
八
代
藩
主
。
宝
永

七
年
（
一
七
一
〇
）
藩
主
就
任
。
○
引
移
…
権
限
・
家
督
な
ど
の
あ
り
場
所
を
変
え
る
、

引
き
継
が
せ
る
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
岡
部
新
九
郎
…
吉
品
給
帳
で
は
九
〇
〇
石

で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
○
宗
矩
公
…
一
七
一
五
～
一
七
四
九
。
一
〇
代
藩
主
。
享
保
九

年
（
一
七
二
四
）
藩
主
就
任
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

岡
部
左
膳
は
旧
名
、
渥
美
又
治
郎
と
い
う
名
で
あ
る
。
小
姓
を
勤
め
て
い
た
時
に
秘

蔵
の
茶
碗
を
拝
領
し
、
そ
れ
を
小
者
に
持
た
せ
て
帰
宅
す
る
最
中
、
小
者
が
誤
っ
て
落

と
し
粉
々
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
又
治
郎
は
大
い
に
怒
り
、
小
者
を
押
込

と
し
た
が
、
数
日
間
で
許
し
た
。
吉
品
公
が
こ
の
こ
と
を
お
聞
き
に
な
り
、
又
治
郎
を

呼
び
出
し
お
叱
り
に
な
っ
て
「
そ
の
小
者
に
ど
の
よ
う
な
処
罰
を
申
し
渡
し
た
の
か
」

と
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
又
治
郎
は
処
罰
の
内
容
を
嘘
偽
り
な
く
答
え
た
。
吉
品
公
は

大
い
に
お
怒
り
に
な
り
、「
死
罪
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
者
に
ず
い
ぶ
ん
と
軽
い
罰
を

申
し
付
け
た
も
の
だ
」
と
言
っ
て
激
し
く
お
怒
り
に
な
っ
た
。
又
治
郎
は
答
え
て
言
っ

た
。「
私
の
非
礼
も
、
家
臣
が
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
恐
れ
入
る
ば
か
り
で

す
。
し
か
し
家
臣
の
罪
は
確
か
に
死
に
値
す
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
そ
れ

で
殺
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
器
物
の
た
め
に
人
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
鳥
や
獣
を
守
る
た
め
に
人
を
失
う
こ
と
よ
り
も
劣
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
。
す
る
と
吉
品
公
は
た
ち
ま
ち
怒
り
を
鎮
め
ら
れ
、た
い
へ
ん
感
心
な
さ
っ
た
と
い
う
。

　
　

後
年
、
吉
邦
公
に
代
替
わ
り
さ
れ
又
治
郎
が
給
仕
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
、
吉

品
公
は
こ
の
よ
う
に
吉
邦
公
に
仰
っ
た
。「
又
治
郎
は
家
老
を
も
務
め
ら
れ
る
器
量
の
持

ち
主
で
あ
る
。
重
く
用
い
ら
れ
る
と
よ
い
」と
。
後
に
岡
部
新
九
郎
の
養
子
に
命
じ
ら
れ
、

つ
い
に
は
家
老
と
な
っ
た
。
温
厚
篤
実
さ
を
持
っ
て
宗
矩
公
を
よ
く
支
え
た
と
い
う
。

 

（
中
村　

賢
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
七
話

一
松
尾
新
助
ハ
小
身
者
ナ
リ
シ
ガ
、
其
容
貌
甚
美ヨ

シ
、
出
羽
守
様
、
御
供
廻
男

ヲ
御
撰
ナ
サ
ル
ヽ
ニ
ヨ
リ
、
新
助
ヲ
御
覧
ゼ
ラ
レ
、
吉
品
公
ヘ
御
所
望
ニ
テ
、

ツ
カ
ハ
サ
ル
ヽ
ニ
於
テ
ハ
、
二
百
石
下
サ
ル
ベ
キ
旨
也
、
此
旨
新
助
ヱ
仰
付

ラ
レ
、
誠
ニ
其
方
ガ
面
目
、
此
上
ナ
キ
事
ナ
レ
バ
、
参
ル
ヘ
キ
旨
仰
出
サ
ル
、

新
助
ガ
云
、
誠
ニ
臣
ガ
身
ニ
於
テ
過ク

ワ
ブ
ン分
ノ
仕
合
ニ
候
ヘ
ト
モ
、
何
程
ノ
栄
華

ヲ
極キ

ハ

ム
ル
ト
云
ト
モ
、
譜
代
ノ
御
主
人
ヲ
放ハ
ナ

レ
、
他
家
ニ
仕
ユ
ル
所
存
更
ニ

ナ
シ
、
然
ル
ヲ
他
ヘ
参
ル
ヘ
キ
者
ト
思
召
レ
候
コ
ソ
、
御
情ナ

サ
ケナ
キ
ニ
似
タ
レ
、

此
旨
御
意
ニ
背ソ

ム

キ
、
曲キ
ョ
ク事ジ

ニ
仰
付
ラ
ル
ヽ
ニ
於
テ
ハ
、
縦タ
ト

ヒ
御
草
履
ヲ
取
テ

ナ
リ
ト
モ
、
御
家
ニ
相
勤
タ
キ
段
申
上
ル
、
吉
品
公
聞
シ
召
レ
、
甚
御
満
足

ニ
思
召
ル
、
出
羽
守
様
ヘ
此
旨
仰
達
セ
ラ
レ
、
御
断
有
シ
カ
バ
、
彼ア

ナ
タ方
ニ
テ

モ
甚
御
称
美
ナ
サ
レ
シ
由
也
、
後
新
助
ニ
禄
ヲ
増
シ
玉
ヒ
、
御
懇ネ

ン
ゴロ

ナ
リ
シ

ト
ゾ
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
四
巻
二
号

［
校
訂
］

　

①
栄
花
→
⑤
栄
華　

①
普
代
→
⑤
譜
代

［
注
釈
］

　

○
松
尾
新
助
…
諱
は
清
直
。
本
国
は
大
和
。
承
応
二
年
（
一
六
五
四
）、
四
代
光
通
の
代

に
徒
と
な
る
。
吉
品
の
代
に
一
五
〇
石
（「
姓
名
録
」「
諸
士
先
祖
之
記
」）。
○
出
羽
守

様
…
松
江
松
平
家
三
代
藩
主
綱
近
。
一
六
五
九
～
一
七
〇
九
。
幼
名
は
万
助
。
初
名
は

綱
周
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
五
月
三
一
日
に
襲
封
。
神
門
郡
の
開
拓
、
漆
・
桑
の

栽
培
、
製
鉄
な
ど
を
奨
励
し
た
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

松
尾
新
助
は
身
分
の
低
い
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
容
貌
は
大
変
美
し
か
っ
た
。
出
羽

守
綱
近
様
が
お
供
廻
り
の
男
を
お
選
び
に
な
っ
て
い
た
と
き
に
、
新
助
を
御
覧
に
な
っ

た
。
綱
近
様
は
「
新
助
が
私
の
許
に
参
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
助
に
二
〇
〇
石
を
下
し
て

も
い
い
」
と
吉
品
公
へ
ご
所
望
に
な
っ
た
。

　
　

吉
品
公
は
、「
綱
近
様
に
お
気
に
召
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
前
の
評
価
が
こ
の
う
え
な
く

高
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
綱
近
様
の
許
へ
参
れ
」
と
新
助
に
命
じ
た
。
こ

れ
に
対
し
新
助
は
「
一
家
臣
の
身
に
余
る
光
栄
で
す
。
し
か
し
、
綱
近
様
の
も
と
で
ど

れ
ほ
ど
の
栄
華
を
極
め
よ
う
と
も
、
譜
代
の
御
主
人
を
離
れ
、
他
家
に
仕
え
よ
う
と
は

全
く
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
『
綱
近
様
の
許
へ
参
れ
』
と

お
思
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
変
無
情
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
吉
品
公

の
御
意
に
背
い
て
曲
事
に
命
じ
ら
れ
、
た
と
え
草
履
取
し
か
行
え
な
く
て
も
、
吉
品
公

に
お
仕
え
し
た
く
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。

　
　

吉
品
公
は
こ
れ
を
お
聞
き
に
な
る
と
大
変
ご
満
悦
に
な
っ
た
。
吉
品
公
は
綱
近
様
へ

こ
の
こ
と
を
お
伝
え
し
、
新
助
の
件
に
つ
い
て
お
断
り
し
た
と
こ
ろ
、
綱
近
様
も
こ
の

話
に
つ
い
て
新
助
を
賞
賛
し
た
と
い
う
。
こ
の
の
ち
、
新
助
に
禄
を
増
し
、
懇
ろ
に
な
っ

た
と
い
う
。

 

（
水
野
佑
一
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
八
話

一
或
時
加
州
金
沢
ノ
侍
、
白
鬼
女
ノ
渡ワ

タ
リニ
テ
、
渉ワ
タ
シ
モ
リ人、
聊
無
礼
ア
ル
ヲ
以
テ
成

敗
ス
、
当
地
罷
通
ル
節
、
町
奉
行
所
ヱ
訟ウ

ツ
タヱ
テ
通
ル
、
其
後
金
沢
ヨ
リ
、
思

召
モ
有
之
間
鋪
ヤ
ノ
旨
、
申
来
ル
、
吉
品
公
御
返
事
ニ
、
何
方
ニ
於
テ
モ
、

侍
ニ
無
礼
ヲ
ナ
ス
者
ハ
、
成
敗
ヲ
加
ユ
ル
事
、
定
リ
タ
ル
儀
ナ
リ
、
然
レ
ハ

以
来
其
方
ノ
領
分
ニ
テ
、
此
方
ノ
士
ト
モ
、
如
此
儀
是
ア
リ
ト
モ
、
御
互
ノ

事
ニ
候
ヱ
ハ
、
御
届
ケ
申
マ
ジ
キ
ト
也

［
注
釈
］

　

〇
渉
人
…
渡
し
守
の
こ
と
か
。
渡
し
舟
の
船
頭
。
〇
町
奉
行
…
貞
享
年
中
よ
り
寺
社
奉

行
兼
務
と
な
り
、
一
人
が
城
下
す
べ
て
の
寺
社
な
ら
び
に
町
民
の
支
配
に
あ
た
っ
た
。

行
政
・
戸
籍
賞
罰
等
を
掌
り
、
目
付
の
立
ち
合
い
で
武
士
の
犯
罪
の
審
理
に
も
あ
た
る

な
ど
、
行
刑
に
お
い
て
広
範
な
権
限
を
有
し
て
い
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』『
福
井
市
史 

通
史
編
二
』）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

あ
る
時
、
加
賀
国
金
沢
の
侍
が
白
鬼
女
の
渡
し
に
て
、
渡
し
守
が
い
さ
さ
か
無
礼
を

働
い
た
の
で
成
敗
し
た
。
そ
の
た
め
当
地
（
福
井
城
下
）
を
通
る
際
、
町
奉
行
所
へ
申

し
出
て
通
っ
た
。
そ
の
後
、
金
沢
か
ら
「
処
罰
な
ど
の
お
考
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
」

と
伝
え
て
き
た
。
吉
品
公
は
お
返
事
に
、「
何
方
に
お
い
て
も
、
侍
に
無
礼
を
働
く
者
は
、

成
敗
を
す
る
事
が
定
め
て
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
以
後
、
そ
の
方
の
領
分
で
、

こ
ち
ら
の
武
士
た
ち
が
同
じ
よ
う
な
事
が
あ
っ
て
も
、
お
互
い
の
事
で
あ
る
の
で
、
お

届
け
を
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

 

（
内
田
好
美
）



35

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

　
　
　

中
巻
―
第
二
九
話

一
安
見
寿ジ
ユ
ハ
ク伯
、
大
塩
新
平
ニ
聊
意
趣
ア
リ
ケ
ン
、
江
戸
御
屋
敷
中
ノ
口
ノ
廊
下

ナ
ル
所
ニ
新
平
ヲ
マ
ツ
、
新
平
何
心
ナ
ク
通
ル
所
ヲ
踊
リ
出
テ
胸
グ
ラ
ヲ
ト

リ
、
小
脇
差
ヲ
以
テ
咽ノ

ト
ブ
エ喉
ヲ
刺サ

ス
、
新
平
少
シ
ク
身
ヲ
開
ケ
バ
、
寿
伯
突
余

リ
鋒

キ
ツ
サ
キヲ
壁
ニ
突
コ
ム
、
新
平
ス
カ
サ
ズ
其
利キ
ヽ

手テ

ヲ
ト
リ
、
脇
差
ヲ
抜
テ
寿
伯

ガ
腹
ヲ
刺サ

ス
、
人
々
其
音
ヲ
キ
ヽ
ツ
ケ
テ
駈
集
リ
、
左
右
ヱ
引
分
ル
、
早
速

人
ヲ
以
テ
新
平
ニ
故
ヲ
尋
ネ
ラ
ル
、
新
平
カ
云
、
寿
伯
、
臣
ニ
意
趣
ア
ル
ヤ
、

臣
ニ
於
テ
覚
悟
ナ
シ
、
不
慮
ニ
刃ニ

ン

傷ジ
ヤ
ウニ
及
フ
ヲ
以
テ
臣
無
拠
是
ニ
応
ズ
、
且

刀
ヲ
用
ユ
ヘ
キ
事
ナ
ル
ヲ
脇
差
ヲ
用
ユ
ル
、
是
ハ
場バ

所
セ
マ
ク
、
其
上
引
組

デ
ノ
勝
負
故
、
如
此
ト
応
対
流
ル
ヽ
ガ
如
シ
、
寿
伯
ハ
深
手
ヲ
蒙カ

ウ
ムル
ト
云
ヘ

ト
モ
、
死
セ
ザ
ル
ニ
ヨ
リ
、
療
治
ヲ
加
ヱ
ラ
ル
、
然
ル
ニ
新
平
ガ
容
貌
愚
ニ

シ
テ
其
風
柔
弱
ナ
リ
、
是
故
ニ
兼
テ
思
召
ニ
モ
叶
ハ
ザ
リ
シ
ガ
、
此
度
ノ
一

件
落
付
タ
ル
働
キ
ニ
ヨ
リ
、
密
ニ
新
平
ヲ
称
美
セ
ラ
レ
、
寿
伯
ガ
手
疵
瘉
ル

ニ
於
テ
ハ
双
方
和
順
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ト
ノ
玉
ヒ
シ
ガ
、
寿
伯
程
ナ
ク
死
ス
ル

ニ
ヨ
リ
、
大
法
ニ
マ
カ
セ
、
新
平
ニ
モ
死
ヲ
賜
フ

［
注
釈
］

　

○
安
見
寿
伯
…
福
井
藩
表
鍼
医
。
一
〇
〇
石
（『
越
前
人
物
志
』）。
父
は
同
藩
鍼
医
安
見

祐
軒
。
な
お
、『
越
前
人
物
志
』
に
よ
る
と
、
大
塩
と
の
刃
傷
事
件
の
結
末
は
、
寿
伯
に

切
腹
が
命
じ
ら
れ
た
と
あ
り
（
大
塩
に
つ
い
て
は
不
明
）、
本
書
の
記
述
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
安
見
家
の
家
督
は
、
子
の
寿
碩
が
祖
父
祐
軒
の
養
子
と
な
る
形
で
相
続
さ
れ
た

（「
続
片
聾
記
」）。
○
大
塩
新
平
…
吉
江
藩
士
。
一
〇
〇
石
。
奏
者（「
越
前
吉
江
給
帳
」『
鯖

江
市
史　

通
史
編
上
巻
』
鯖
江
市
、
一
九
九
三
年
）。
そ
の
他
の
史
料
に
は
名
前
が
み
ら

れ
な
い
よ
う
だ
が
、
昌
親
の
福
井
藩
家
督
相
続
に
よ
る
吉
江
藩
の
吸
収
後
、
福
井
藩
士

に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
○
小
脇
差
…
脇
差
の
な
か
で
も
長
さ
が
短
い
も
の
。
○

大
法
…
重
要
な
法
令
。
こ
こ
で
は
「
喧
嘩
両
成
敗
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、「
喧
嘩
両
成
敗
」
自
体
は
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
慣
習
法
と

し
て
武
家
社
会
で
広
ま
っ
て
い
た
も
の
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

安
見
寿
伯
は
、
大
塩
新
平
に
何
ら
か
の
恨
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
江
戸
屋
敷
の
中

之
口
の
廊
下
で
新
平
を
待
っ
た
。
新
平
が
な
に
げ
な
く
通
っ
た
と
こ
ろ
を
踊
り
出
て
胸

ぐ
ら
を
つ
か
み
、
小
脇
差
を
の
ど
を
め
が
け
て
刺
そ
う
と
し
た
。
新
平
わ
ず
か
に
身
を

か
わ
し
た
の
で
、
寿
伯
は
突
き
き
れ
ず
に
切
っ
先
を
壁
に
突
っ
込
ん
だ
。
新
平
は
す
か

さ
ず
利
き
手
を
つ
か
ん
で
自
ら
の
脇
差
を
抜
い
て
寿
伯
の
腹
を
刺
し
た
。
人
々
が
そ
の

音
を
聞
き
つ
け
て
集
ま
り
、
両
者
を
引
き
離
し
た
。
す
ぐ
に
人
が
新
平
に
訳
を
尋
ね
た
。

新
平
が
言
う
に
は
「
寿
伯
は
、
私
に
恨
み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
私
に
は
覚
え
が
な
い
。

思
い
が
け
ず
刃
傷
に
お
よ
ん
だ
の
で
私
は
仕
方
な
く
こ
れ
に
応
じ
た
ま
で
だ
。
ま
た
、

刀
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
脇
差
を
使
っ
た
の
は
、
場
所
が
狭
い
う
え
に
、
相
手
を
押
さ
え

つ
け
た
状
態
で
の
勝
負
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
」
と
流
れ
る
よ
う
に
受
け

答
え
た
。
寿
伯
は
深
手
を
負
っ
た
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
で
治
療
を
受

け
た
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
新
平
は
容
姿
が
悪
く
て
気
弱
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
以

前
か
ら
主
君
に
も
気
に
入
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
一
件
の
落
ち
着
き
払
っ
た

活
躍
で
、
ひ
そ
か
に
褒
め
称
え
ら
れ
、
寿
伯
の
傷
が
治
っ
た
ら
、
両
者
を
和
解
さ
せ
よ

う
と
さ
れ
て
い
た
が
、
寿
伯
は
し
ば
ら
く
す
る
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
法
に
の
っ

と
っ
て
新
平
に
も
死
罪
を
命
じ
ら
れ
た
。

 

（
斉
藤
照
徳
）
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
四
巻
二
号

　
　
　

中
巻
―
第
三
〇
話

一
吉
品
公
或
時
、
御
菩
提
所
ノ
住
僧
方
ヲ
招
カ
セ
ラ
レ
、
御
料
理
ヲ
下
サ
レ
テ
、

色
々
御ゴ

雑ゾ
ウ
ダ
ン談
ア
リ
シ
ガ
、
新ア
ラ
ミ作
ノ
御
刀
ヲ
取
出
サ
レ
、
戯
レ
テ
ノ
玉
ク
、
此

刀
ハ
、
此
頃
新
タ
ニ
申
付
シ
所
也
、
死
後
棺
中
ヘ
納イ

レ
サ
セ
、
泉
下
ニ
於
テ

午ゴ
ヅ（
牛
頭
）
頭
馬メ

ヅ頭
ノ
鬼
ト
モ
ヲ
撫ナ
テ

切
リ
ニ
セ
ン
為
ノ
仕
度
ナ
リ
、
故
ニ
何
レ
モ
ヘ
見

セ
ラ
ル
ヽ
ト
ノ
御
意
ナ
リ
、
皆
謹
テ
拝
見
シ
ヌ
、
其
飾
リ
ヲ
専
ラ
ニ
セ
ズ
シ

テ
尤
霜ソ

ウ
ト
ウ刀
、
何
レ
モ
感
嘆
シ
テ
次
々
ヘ
廻
ス
、
時
ニ
華（
け
ぞ
う
じ
）

蔵
寺
追
テ
考
ニ
東
光
寺

ト
モ
云
北
渓
和
尚

ト
ア
リ

　
　

、
謹
テ
拝
見
シ
、
不
案
内
ノ
儀
ナ
ガ
ラ
、
誠
ニ
結
構
ナ
ル
御
刀
ナ
リ
、

泉
下
ノ
悪
鬼
モ
、
ヤ
ハ
カ
、
此
刃ヤ

イ
バニ
カ
ヽ
ラ
ザ
ラ
ン
、
只
此
上
ニ
ハ
御
心
ノ

錆サ
ビ

サ
ル
ヤ
ウ
ニ
遊
ハ
サ
ル
ベ
シ
ト
申
上
シ

［
校
訂
］

　

①
東
光
寺
→
⑤
東
光
寺
ト
モ
云
。

［
注
釈
］

　

○
菩
提
所
…
華
蔵
寺
は
、
結
城
秀
康
の
入
部
に
と
も
な
っ
て
結
城
か
ら
北
庄
へ
移
さ
れ

た
寺
院
の
ひ
と
つ
で
、
ほ
か
に
孝
顕
寺
、
乗
国
寺
、
安
穏
寺
、
妙
国
寺
、
不
動
院
、
本

瑞
寺
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
秀
康
が
葬
ら
れ
た
の
は
孝
顕
寺
で
、
の
ち
に

浄
光
院
（
運
正
寺
）
に
改
葬
さ
れ
た
。
ま
た
東
光
寺
は
、
越
後
高
田
か
ら
入
封
し
た
忠

昌
が
移
建
し
た
も
の
で
、
文
中
の
吉
品
自
身
の
菩
提
寺
は
瑞
源
寺
で
あ
っ
た
（『
福
井
県

史 

通
史
編
三
』）。
こ
う
し
た
菩
提
寺
の
住
持
ら
を
招
い
た
藩
主
に
よ
る
饗
応
は
、
幕
末

で
は
慶
永
の
初
入
国
後
、
二
度
目
に
在
国
し
た
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）、
同
四
年
に
い

ず
れ
も
二
月
下
旬
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
後
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

か
ら
同
三
年
で
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
（
松
平
文
庫
「
少
傅
日
録
抄
」「
御
側
向
頭
取

御
用
日
記
」、
宮
崎
長
円
家
文
書
「（
鈴
木
主
税
）
御
用
日
記
」）。
○
泉
下
…
黄
泉
の
下
。

死
後
の
世
界
。
○
牛
頭
馬
頭
ノ
鬼
…
頭
が
牛
や
馬
で
か
ら
だ
は
人
の
形
を
し
た
鬼
で
、

地
獄
で
死
者
を
責
め
る
と
い
う
。
○
霜
刀
…
鋭
く
光
る
刀
。
○
ヤ
ハ
カ
…
ま
さ
か
。
よ

も
や
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
が
あ
る
時
、
菩
提
寺
の
住
職
方
を
招
か
れ
て
御
料
理
を
下
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ

御
雑
談
を
な
さ
れ
た
。
新
作
の
御
刀
を
取
り
出
さ
れ
て
戯
れ
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、

「
こ
の
刀
は
近
ご
ろ
新
し
く
申
付
け
て
作
ら
せ
た
も
の
だ
。
死
後
に
棺
の
中
に
入
れ
さ
せ
、

あ
の
世
で
牛
頭
馬
頭
の
鬼
ど
も
を
撫
で
斬
り
に
す
る
た
め
の
仕
度
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
み

な
へ
見
せ
て
お
こ
う
」
と
の
御
意
で
あ
っ
た
。
一
同
謹
ん
で
拝
見
し
た
。
飾
り
に
は
こ

だ
わ
ら
ず
、
い
か
に
も
霜
の
よ
う
に
鋭
く
光
る
そ
の
刀
に
み
な
感
嘆
し
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

回
覧
し
た
。
そ
の
時
華
蔵
寺
の
住
職
（
追
考
す
る
に
東
光
寺
と
も
い
わ
れ
、
北
渓
和
尚

と
あ
る
）
が
「
刀
剣
に
は
不
案
内
で
は
あ
り
ま
す
が
、
誠
に
結
構
な
御
刀
で
す
。
地
獄

の
悪
鬼
も
よ
も
や
、こ
の
刃
に
か
か
ら
な
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。
た
だ
こ
の
上
は
、

お
心
が
錆
な
い
よ
う
に
な
さ
る
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
と
い
う
。

 

（
柳
沢
芙
美
子
）

　
　
　

中
巻
―
第
三
一
話

一
片
山
与
三
右
衛
門
御
近
習
タ
リ
シ
時
、御
坊
主
、聊

イ
サ
ヽ
カ
ア
ヤ
マ
チ

過
有
ヲ
以
テ
、大
ニ
叱
ル
、

是シ

ヒ非
明ア
キ
ラカ
ニ
言
語
審
ツ
マ
ヒ
ラカ
也
、
宗
矩
公
計
ラ
ズ
モ
、
程
近
キ
所
ニ
テ
此
由
ヲ
御

聞
ナ
サ
レ
、
思
召メ

ス

旨
ア
リ
ケ
ン
、
程
ナ
ク
与
三
右
衛
門
ヲ
郡
奉
行
ニ
任ニ

ン

ゼ
ラ

ル
、
与
三
右
衛
門
ヨ
ク
時
勢
ヲ
シ
リ
、
猛モ

ウ

ヲ
表
ト
シ
テ
、
内
ニ
慈
愛
ヲ
カ
ヌ
、

而
シ
テ
民
ヲ
治
ム
、
土
民
振
ヒ
恐
レ
テ
屈
伏
ス
、
又
音イ

ン
モ
ツ物

ヲ
ナ
シ
テ
諂
フ
者

ア
リ
、辞ジ

セ
ズ
シ
テ
是
ヲ
受
ル
、与
三
右
衛
門
素モ

ト

ヨ
リ
、性
廉
潔
、訟

ウ
ツ
タ
ヘヲ

キ
ヽ
、
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

争
論
ヲ
分
ツ
ニ
至
ツ
テ
、
利
非
明
白
、
親
疎
ノ
ヘ
タ
テ
ナ
シ
、
彼
音
物
ヲ
以

テ
諂
フ
者
自
ラ
止
ム
、

［
注
釈
］

　

○
片
山
与
三
右
衛
門
…
平
七
。
表
御
小
姓
で
二
〇
〇
石
（「
宗
矩
給
帳
」）。
享
保
一
七
年

（
一
七
三
二
）に
郡
奉
行
と
な
る（『
福
井
藩
士
履
歴
』）。
片
山
良
庵（
上
巻
第
二
三
話
参
照
）

の
四
世
あ
と
（『
越
前
人
物
志
』）。
○
御
坊
主
…
中
奥
に
住
居
す
る
藩
主
に
近
侍
す
る
役

の
一
つ
。
格
式
と
し
て
は
下
士
の
目
見
以
下
で
、
御
茶
方
、
御
召
方
、
御
小
道
具
掛
な

ど
を
勤
め
る
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
○
郡
奉
行
…
敦
賀
郡
を
除
き
七
郡
を
三
分
し
て
上

領
・
中
領
・
下
領
と
し
、
郡
部
一
切
を
掌
る
。
番
士
よ
り
人
選
に
て
拝
命
、
役
人
並
席

末
之
番
外
だ
っ
た
が
、
後
に
席
が
昇
り
、
物
頭
或
い
は
奉
行
次
席
と
な
る
（『
福
井
藩
史

事
典
』）。
○
猛
…
い
か
め
し
い
こ
と
。
ま
た
そ
の
さ
ま
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
廉

潔
…
清
廉
で
潔
白
な
こ
と
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。　

［
現
代
語
訳
］

　
　

片
山
与
三
右
衛
門
が
御
近
習
だ
っ
た
時
、
御
坊
主
に
少
し
過
ち
が
あ
っ
た
の
で
大
い

に
叱
っ
た
。
善
悪
を
明
ら
か
に
し
言
葉
は
細
部
ま
で
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
宗
矩
公
は

偶
然
、
近
い
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
い
て
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か

ら
ま
も
な
く
与
三
右
衛
門
を
郡
奉
行
に
任
じ
た
。
与
三
右
衛
門
は
世
の
事
を
知
り
、
厳

し
い
顔
つ
き
を
し
な
が
ら
、
心
う
ち
に
は
慈
愛
を
お
い
て
、
民
を
治
め
た
。
土
民
は
震

え
恐
れ
て
服
従
し
た
。
ま
た
、
贈
り
物
を
し
て
追
従
す
る
者
が
い
た
。
与
三
右
衛
門
は

断
ら
ず
是
を
受
け
取
っ
た
。
与
三
右
衛
門
は
も
と
か
ら
性
格
は
清
廉
潔
白
で
訟
を
聞
い

て
、
争
論
を
判
断
す
る
の
に
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
自
ら
に
親

し
い
疎
い
で
隔
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
贈
り
物
を
し
て
追
従
す
る
者
も
、

自
然
と
い
な
く
な
っ
た
。

 

（
九
千
房
英
之
）

　
　
　

中
巻
―
第
三
二
話

一
沼
野
半
太
夫
ト
云
者
ハ
酒
井
玄
蕃
与
力
ノ
士
ナ
リ
、
御
半
知
ノ
キ
サ
ミ
、
御

暇
下
サ
ル
、
後
三
州
吉
田
松
平
侯
ニ
仕
ヘ
、
禄
千
石
ヲ
喰ハ

ン

デ
元ゲ
ン
ロ
ウ老

イ
チ
ノ
カ
ロ
ウト
ナ
ル
、

或
時
玄
蕃
、
江
戸
往
来
ノ
時
、
吉
田
ニ
止
宿
セ
シ
ニ
、
半
太
夫
来
テ
見マ

ミ

ユ
、

古コ
キ
ヤ
ウ郷
ヱ
ハ
錦ニ
シ
キヲ
着
ル
ニ
比ナ
ズ
ラヒ
、
其
身
ハ
馬
ニ
跨マ
タ
ガリ
、
供
廻
リ
美
麗
ニ
出
立
セ

テ
来
ル
、
旅
宿
ノ
式
台
ヲ
上
ル
時
、
刀
ヲ
取
テ
若
党
ニ
渡
シ
、
是
ハ
我
カ
主

筋
ノ
人
ナ
リ
ト
高
声
ニ
謂
キ
カ
ス
、
サ
テ
奥
ヘ
通
リ
対
面
ス
、
半
太
夫
次
ノ

間
ニ
ア
ツ
テ
玄
番
ト
同
席
セ
ズ
、
玄
蕃
強シ

イ

ヒ
テ
席
ヲ
進
ム
、
再
三
辞ジ

シ
漸ヤ
ウ
ヤク

ニ
シ
テ
同
席
ニ
入
ル
、
始
終
君
臣
ノ
礼
ノ
如
シ
、
皆
人
半
太
夫
ガ
古

イ
ニ
シ
ヱヲ
忘
レ

サ
ル
事
ヲ
感
嘆
ス

［
校
訂
］

　

①
玄
番
→
⑤
玄
蕃

［
注
釈
］

　

○
沼
野
半
太
夫
…
与
力
は
給
帳
類
で
名
前
を
確
認
で
き
な
い
。「
綱
昌
給
帳
」
に
は
酒

井
玄
蕃
の
知
行
八
〇
五
〇
石
の
う
ち
二
二
五
〇
石
が
与
力
一
五
人
分
と
あ
り
、
こ
の
う

ち
の
一
人
か
。
ま
た
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
半
知
に
際
し
て
は
、
高
禄
の
藩
士
に

つ
け
ら
れ
た
全
与
力
二
一
六
人
が
暇
を
下
さ
れ
て
お
り
、「
半
知
ニ
付
家
中
減
員
覚
帳
」

に
記
さ
れ
る
「
酒
井
玄
蕃
与
力
十
五
人
」
の
な
か
に
沼
野
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
○
酒
井
玄
蕃
…
高
知
席
酒
井
家
の
当
主
は
二
～
四
代
が
玄
蕃
を
通
称
と
し

た
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
半
知
時
点
は
二
代
の
元
知
（
家
督
期
間
は
寛
文
四
～

元
禄
一
〇
年
）
で
知
行
は
八
〇
五
〇
石
（
内
二
二
五
〇
石
が
与
力
知
一
五
人
分
）（「
綱

昌
給
帳
」）。
半
知
に
際
し
て
「
八
千
五
十
石
半
知　

但
（
二
千
二
百
五
十
石
与
力
知
、



38

若
越
郷
土
研
究　

六
十
四
巻
二
号

千
七
百
七
十
五
石
拝
知
ノ
内
）
減
」
と
な
っ
た
結
果
、
知
行
は
四
〇
二
五
石
（
松
平
文

庫
八
九
二
「
貞
享
三
年
御
新
規
以
来
惣
侍
中
拝
知
并
御
擬
作
被
下
帳
」）。
本
話
は
半
知

か
ら
一
定
期
間
を
経
た
出
来
事
と
考
え
ら
れ
、
元
禄
一
〇
～
元
文
元
年
（
一
六
九
七
～

一
七
三
六
）
の
三
代
重
房
（
の
ち
知
房
。
家
督
は
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
○
三
州

吉
田
…
三
河
吉
田
藩
は
転
封
が
多
く
、
近
世
を
通
じ
て
の
藩
主
は
一
〇
家
二
一
代
を
数

え
る
（『
藩
史
大
事
典 
第
４
巻
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
九
年
）。
○
松
平
侯
…
吉
田

藩
主
と
な
っ
た
松
平
家
は
、
正
徳
二
～
享
保
一
四
年
（
一
七
一
二
～
二
九
）
お
よ
び
寛

延
二
～
明
治
四
年
（
一
七
四
九
～
一
八
七
一
）
の
大
河
内
松
平
家
、
享
保
一
四
～
寛
延

二
年
の
本
庄
松
平
家
が
該
当
す
る
。
沼
野
と
の
関
連
で
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）

一
〇
月
、
牧
野
家
が
下
総
古
河
藩
か
ら
三
河
吉
田
藩
に
転
封
と
な
っ
た
際
の
「
吉
田
請

取
覚
書
」（『
豊
橋
市
史 

第
六
巻
』
豊
橋
市
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
）
に
浜
松
御
家
老
と

し
て
沼
野
半
太
夫
の
名
が
見
え
る
た
め
、
こ
の
「
松
平
侯
」
は
本
庄
松
平
家
（
本
庄
家

へ
の
松
平
賜
姓
は
宝
永
二
年
三
月
の
こ
と
）。
○
家
老
・
元
老
…
『
宮
津
市
史 

史
料
編

第
二
巻
』（
宮
津
市
、
一
九
九
七
年
）
の
「
沼
野
家
文
書
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
同
家
は

「
本
庄
氏
で
最
高
の
知
行
高
を
も
ち
、
代
々
家
老
職
を
勤
め
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、「
延

宝
九
年
九
月
三
日
に
「
客
人
」
と
し
て
本
庄
宗
資
に
召
出
さ
れ
、
沼
野
半
太
夫
の
名
を

賜
っ
た
。
そ
の
後
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
「
御
家
之
御
政
事
并
御
仕
置
筋
」
を

頼
ま
れ
（
略
）」
と
の
記
載
も
あ
り
、
貞
享
半
知
時
に
越
前
松
平
家
を
召
し
放
た
れ
た
と

す
る
本
話
の
記
載
と
の
間
に
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）

に
知
行
一
五
〇
石
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
四
五
〇
石
、
同
一
二
年
に
七
五
〇
石
、

同
一
七
年
に
一
〇
五
〇
石
に
ま
で
加
増
さ
れ
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
隠
居
し
た

と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
話
は
本
庄
松
平
家
が
吉
田
藩
主
と
な
っ
た
享
保
一
四
年

（
一
七
二
九
）
以
降
の
話
で
は
あ
り
え
ず
、
両
者
が
吉
田
で
会
っ
た
と
い
う
部
分
は
成
立

し
が
た
い
。
本
話
が
史
実
と
す
れ
ば
、
本
庄
松
平
家
が
東
海
道
沿
い
に
初
め
て
領
知
を

得
た
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
浜
松
藩
就
封
以
降
、
半
大
夫
が
隠
居
す
る
正
徳
五

年
ま
で
の
間
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
舞
台
も
浜
松
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
○
式
台
…
玄

関
の
前
に
あ
る
低
い
板
敷
の
部
分
。
江
戸
中
期
頃
か
ら
で
き
る
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。

○
若
党
…
徒
よ
り
身
分
が
低
く
、
足
軽
・
小
者
・
中
間
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
者
と
さ
れ

る
が
、
藩
に
よ
っ
て
身
分
の
上
下
が
あ
り
、
武
家
奉
公
人
を
指
す
場
合
も
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

沼
野
半
太
夫
と
い
う
者
は
、酒
井
玄
蕃
の
与
力
で
あ
っ
た
が
、貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

の
御
半
知
の
と
き
に
暇
を
下
さ
れ
た
。
後
に
三
河
吉
田
藩
主
松
平
侯
に
仕
え
て
、
家
禄

一
〇
〇
〇
石
を
食
ん
で
元
老
（
主
席
家
老
）
と
な
っ
た
。

　
　

あ
る
時
、
玄
蕃
が
江
戸
往
来
の
時
に
吉
田
に
止
宿
し
た
際
、
半
太
夫
が
玄
蕃
の
旅
宿

に
来
て
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
故
郷
に
錦
を
飾
る
の
例
に
な
ら
っ
て
、
半
太
夫
自
身
は

馬
に
ま
た
が
り
、
そ
の
供
回
り
も
美
麗
な
い
で
立
ち
で
や
っ
て
来
た
。
宿
の
式
台
を
上

が
る
時
、
刀
を
取
っ
て
若
党
に
渡
し
、「
い
ま
か
ら
会
う
方
は
私
の
主
筋
の
方
だ
」
と
声

高
に
言
っ
て
聞
か
せ
た
。
さ
て
、
奥
へ
と
通
っ
て
玄
蕃
に
対
面
と
な
っ
た
が
、
半
太
夫

は
次
の
間
に
い
て
、
玄
番
と
は
同
席
し
な
い
。
そ
こ
で
玄
蕃
が
強
い
て
席
を
進
め
る
も
、

半
太
夫
は
再
三
こ
れ
を
辞
し
て
、
よ
う
や
く
に
し
て
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

様
子
は
始
終
、
君
臣
の
礼
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
人
、
聞
い
た
人
は
、
半
太

夫
が
昔
の
福
居
時
代
を
忘
れ
て
い
な
い
こ
と
に
感
嘆
し
た
。

 

（
長
野
栄
俊
）

　
　
　

中
巻
―
第
三
三
話

一
吉
品
公
或
時
、
柳
沢
美
濃
守
亭
ヘ
入
セ
ラ
ル
、
其
頃
柳
沢
ガ
権
威
、
比ヒ

ス
ル

者
ナ
シ
、
故
ニ
諸
侯
是
ニ
諂ヘ

ツ
ラヒ

テ
、
柳
沢
ガ
宅
ヘ
至
ル
時
ハ
、
表
ニ
刀
ヲ
置

テ
書
院
ヱ
通
ル
人
多
シ
、
吉
品
公
、
少
モ
諂
フ
ノ
意
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
、
御
刀
ヲ

書
院
迄
持
セ
ラ
レ
、
然
モ
御
側
近
ク
置
セ
ラ
ル
、
然
ル
ニ
柳
沢
ガ
家
来
、
滝

口
平
太
左
衛
門
ト
云
者
、
廊
下
ナ
ル
所
ニ
出
迎
ヱ
テ
、
御
刀
ヲ
是
ヱ
ツ
カ
ハ
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
六
）

サ
レ
候
ヘ
ト
云
、
吉
品
公
、
否イ
ナ

、
自
分
ハ
苦ク
ル

シ
カ
ラ
ズ
ト
ノ
玉
ヒ
テ
、
其
マ
ヽ

奥
ヘ
入
ラ
セ
ラ
ル
、
平
太
左
衛
門
ハ
モ
ト
、
御
家
ニ
仕
エ
テ
、
御
半
知
ノ
時
、

御
暇
玉
ハ
リ
、
柳
沢
ニ
仕
ウ
、
禄
千
石
余
ヲ
受
テ
家
老
ト
ナ
ル
、
然
ル
ニ
吉

品
公
ノ
御
風
儀
、
柳
沢
ガ
意
ニ
ソ
ム
キ
、
御
為
ア
シ
カ
ラ
ン
事
ヲ
思
ヒ
テ
、

右
ノ
如
ク
計
ヒ
シ
者
也
、
サ
テ
吉
品
公
、
柳
沢
ニ
御
対
顔
ア
リ
、
御
咄
ノ
序ツ

イ
デ

ニ
、
其
元モ
ト

ニ
ハ
善
キ
家
来
ヲ
持
玉
フ
モ
ノ
カ
ナ
、
只
今
ア
レ
ニ
テ
、
予
カ
刀

ヲ
受
取
ン
ト
云
シ
者
ア
リ
、
此
者
ハ
前
方
、
予
ガ
方
ニ
召
仕
ヒ
テ
滝
口
平
太

左
衛
門
ト
、
申
タ
リ
シ
者
ナ
リ
ト
ノ
玉
ヒ
シ
カ
ハ
、
柳
沢
大
ヒ
ニ
迷メ

ヒ
ワ
ク惑
イ
タ

サ
レ
、
平
太
左
衛
門
ニ
、
百
日
閉
門
申
付
ラ
レ
シ
ト
ゾ

［
注
釈
］　

　

○
柳
沢
美
濃
守
…
柳
沢
吉
保
。
一
六
五
八
～
一
七
一
四
。
一
七
〇
一
年
綱
吉
の
諱
よ
り

「
吉
」
の
一
字
と
「
松
平
」
の
姓
を
許
さ
れ
「
美
濃
守
吉
保
」
と
な
る
。
一
五
万
石
、
老

中
上
座
。
○
滝
口
平
太
左
衛
門
…
給
帳
な
し
。「
御
家
ヨ
リ
出
候
者
ニ
而
、
兼
々
御
家
之

儀
大
切
ニ
仕
者
」と「
国
事
叢
記
」に
あ
り
。
柳
沢
吉
保
家
老
、八
〇
〇
石「
甲
府
御
城
付
」。

○
風
儀
…
行
儀
、作
法
、し
つ
け
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
○
百
日
閉
門
…
武
士
・
僧
侶
・

社
人
に
科
せ
ら
れ
る
閨
刑
の
一
種
。
門
と
窓
を
閉
じ
る
。
期
間
中
何
人
も
一
切
の
出
入

り
が
許
さ
れ
な
い
（『
国
史
大
辞
典
』）

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
は
あ
る
時
、
柳
沢
美
濃
守
の
屋
敷
へ
お
越
し
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
柳
沢
の
権

威
は
比
類
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
諸
大
名
は
柳
沢
に
諂
い
、
柳
沢
の
屋
敷
へ

来
た
時
に
は
、
表
に
刀
を
置
い
て
書
院
へ
入
る
者
が
多
か
っ
た
。
吉
品
公
は
、
少
し
も

諂
う
つ
も
り
が
な
か
っ
た
た
め
、
刀
を
書
院
ま
で
お
持
ち
に
な
り
、
し
か
も
側
近
く
に

置
か
れ
た
。
そ
こ
で
柳
沢
の
家
来
で
あ
る
滝
口
平
太
左
衛
門
と
い
う
者
が
、
廊
下
で
出

迎
え
て
、「
御
刀
を
こ
ち
ら
に
預
け
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
吉
品
公
は
「
い
や
、
私

は
構
わ
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
奥
へ
お
入
り
に
な
っ
た
。
平
太
左
衛
門

は
以
前
に
越
前
松
平
家
に
仕
え
て
い
た
が
、
御
半
知
の
時
に
、
暇
を
だ
さ
れ
、
柳
沢
に

仕
え
家
禄
千
石
余
を
支
給
さ
れ
て
家
老
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
吉
品
公
の
作
法
が
、

柳
沢
の
意
向
に
反
し
て
い
る
た
め
、
吉
品
の
た
め
に
な
ら
な
い
事
を
思
い
、
右
の
よ
う

に
取
り
な
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
吉
品
公
は
、柳
沢
に
対
面
さ
れ
る
と
、話
の
つ
い
で
に
、

「
あ
な
た
は
よ
い
家
来
を
お
持
ち
で
す
。
先
ほ
ど
あ
ち
ら
で
、
予
の
刀
を
受
取
ろ
う
と
し

た
者
が
い
ま
し
た
。
こ
の
者
は
か
つ
て
、
予
の
藩
に
召
仕
え
ら
れ
て
い
た
滝
口
平
太
左

衛
門
と
申
す
も
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、柳
沢
は
ひ
ど
く
申
し
訳
な
く
思
わ
れ
、

平
太
左
衛
門
に
百
日
閉
門
を
申
付
け
ら
れ
た
そ
う
だ
。

 

（
北
村
明
恵
）


